
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２０１８年（平成３０年）３月 

蕨市 

２０１８年度（平成３０年度）～２０２３年度 



 

 

 

 

目次 

第１編 蕨市国民健康保険 第１期データヘルス計画 ........................... 1 

第１章 計画の概要 .............................................................. 2 

１ 計画の概要 ................................................................ 2 

２ 計画の位置づけ ............................................................ 3 

３ 計画の期間・実施体制 ...................................................... 4 

第２章 蕨市と蕨市国保の概況 .................................................... 5 

１ 蕨市の概況 ................................................................ 5 

２ 蕨市国保の概況 ........................................................... 10 

第３章 保健事業の内容と分析 ................................................... 14 

１ 特定健診 ................................................................. 14 

２ 特定保健指導 ............................................................. 29 

３ 人間ドック・脳ドック・ＰＥＴ検診受診費補助 ............................... 36 

４ 糖尿病性腎症重症化予防対策 ............................................... 38 

５ ジェネリック医薬品利用促進 ............................................... 39 

６ 重複服薬者対策 ........................................................... 42 

７ 医療費通知 ............................................................... 43 

８ 保養施設利用助成 ......................................................... 44 

第４章 医療費データの分析 ..................................................... 45 

１ 総医療費の年次推移 ....................................................... 45 

２ 一人当たり医療費の県内市町村平均との比較 ................................. 46 

３ 一人当たり年齢階層別医療費 ............................................... 47 

４ 患者千人当たり生活習慣病患者数 ........................................... 48 

５ 疾病別医療費 入院外（大分類・中分類） ................................... 49 

６ 疾病別医療費 入院（大分類・中分類） ..................................... 50 

７ 疾病別医療費 入院外＋入院（細小分類） ................................... 51 



目次 

 

 

 

８ 患者千人当たり人工透析患者数 ............................................. 52 

９ 人工透析患者のレセプト分析 ............................................... 53 

１０ 高額医療費の状況（疾病内訳） ........................................... 54 

第５章 介護データの分析 ....................................................... 55 

１ 第１号・第２号被保険者 ................................................... 55 

２ 介護度別要支援・要介護認定者数 ........................................... 56 

３ 介護・介助が必要になった要因 ............................................. 57 

４ 要介護（要支援）者有病状況 ............................................... 58 

５ 一件当たり介護給付費 ..................................................... 59 

第６章 課題の明確化 ........................................................... 60 

１ 健康課題のまとめ ......................................................... 60 

２ 健康課題と対策の方向性 ................................................... 61 

第７章 保健事業の実施計画 ..................................................... 65 

１ 目標 ..................................................................... 65 

２ 実施する保健事業 ......................................................... 66 

３ 評価・見直し ............................................................. 71 

４ 保健事業のスケジュール ................................................... 71 

第８章 その他 ................................................................. 73 

１ 公表・周知 ............................................................... 73 

２ 地域包括ケア推進の取組 ................................................... 73 

３ 事業推進上の留意事項 ..................................................... 73 

４ 個人情報の保護 ........................................................... 74 

 

 

 

 

 

 



目次 

 

 

 

第２編 蕨市国民健康保険 第３期特定健康診査等実施計画 .................... 75 

第１章 目標と対象者数 ......................................................... 76 

第２章 実施方法 ............................................................... 77 

１ 特定健診 ................................................................. 77 

２ 特定保健指導 ............................................................. 80 

３ 評価・見直し ............................................................. 81 

４ 年間スケジュール ......................................................... 82 

第３章 その他 ................................................................. 83 

１ 公表・周知 ............................................................... 83 

２ 個人情報の保護 ........................................................... 83 

３ その他留意事項 ........................................................... 83 

 

 

 

「蕨市国民健康保険 第３期特定健康診査等実施計画」は、保健事業の中核をな

す特定健康診査と特定保健指導の具体的な実施方法を定めるもので、「蕨市国民

健康保険 第１期データヘルス計画」と密接な関係にあることから、本計画の中

で編を分け一体的に策定することとします。 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１編 

蕨市国民健康保険 

第１期データヘルス計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

第１章 計画の概要 

１ 計画の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（１）計画の背景 

  平成２５年６月１４日に閣議決定された日本再興戦略において、「全ての健康保険組合

に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業

計画として計画の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保

が同様の取組を行うことを推進する。」とされ、保険者はレセプト等を活用した保健事業

を推進することとされました。 

こうした背景を踏まえ、保健事業の実施等に関する指針（厚生労働省告示）の一部が

改正されたこと等により、本市においても健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクル

に沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画「データ

ヘルス計画」を策定し、保健事業の実施、評価及び改善を行うものとしました。 

 

〈データヘルス計画のＰＤＣＡサイクル〉 
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実施事業ごとに次サイクルに
向けて改善、修正 
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その他 
各事業データ 

特定健診 
結果データ 

各
種
デ
ー
タ
の
突
合
、
現
状
分
析 

健
康
課
題
、
事
業
目
的
の
明
確
化 

目
標
、
評
価
指
標
の
設
定 
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（２）計画の趣旨 

蕨市国民健康保険（以下、「蕨市国保」という。）では、平成２０年２月に「蕨市国民

健康保険 特定健康診査等実施計画」、平成２５年３月に「第２期 蕨市国民健康保険 

特定健康診査等実施計画」を策定し、特定健康診査（以下、「特定健診」という。）の受

診率や特定保健指導の実施率向上に向けて取り組んできました。 

今後はさらに、これまで実施してきた保健事業の取り組みを活かしながら、健康・医

療情報を活用して蕨市国保被保険者の健康課題を把握したうえで、効率的で効果的な保

健事業を積極的に推進していくために「蕨市国民健康保険 第１期データヘルス計画」

（以下、「本計画」という。）を策定し、保健事業の実施、評価及び改善を行います。 

 

（３）計画の目的 

本計画は、蕨市国保被保険者の「医療費の適正化」、「生活習慣病の発症予防と重症化の

抑制」及び「健康寿命の延伸」を目的とします。 

 

 

 

 

２ 計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・ 

本計画は、蕨市の健康増進計画の「第２期わらび健康アップ計画」との整合性を図りな

がら、蕨市国保の保健事業実施計画として位置づけます。 

 

 

計画の 

種類 
データヘルス計画 特定健康診査等実施計画 健康増進計画 

計画の 

名称 

蕨市国民健康保険 

第１期データヘルス 

計画 

蕨市国民健康保険 

第３期特定健康診査等

実施計画 

第２期わらび健康 

アップ計画 

法 律 
国民健康保険法 

第８２条 

高齢者の医療の確保に

関する法律第１９条 
健康増進法第８条 

実施主体 保険者 保険者 市 

対象者 
国民健康保険被保険者

（０歳～７４歳） 

国民健康保険被保険者

（４０歳～７４歳） 
全ての市民 

主な内容 

■保健事業・医療費デ

ータ・介護データの分

析による現状把握 

■健康課題の抽出 

■保健事業の目標、実

施内容の設定 

■特定健診の受診率及

び特定保健指導の実施

率の目標の設定 

■特定健診等の対象者

数、実施方法 

■食生活・運動・休養・

こころの健康・たば

こ・アルコール・歯・

健康管理などの実施内

容、目標の設定 

第１編 第２編 

医療費の適正化 
生活習慣病の発症 

予防と重症化の抑制 
健康寿命の延伸 
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３ 計画の期間・実施体制・・・・・・・・・・・・・ 

（１）計画の期間  

本計画の期間は、「蕨市国民健康保険 第３期特定健康診査等実施計画」との整合性を踏

まえ、２０１８年度（平成３０年度）から２０２３年度までの６年間とします。 
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2013 
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Ｈ28 
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Ｈ29 

2017 

Ｈ30 

2018 

Ｈ31 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

データ

ヘルス

計画 

          

 

        

特定健

康診査

等実施

計画 

 

   

 

     

   

     

 

（２）計画の実施体制 

本計画は、医療保険課が所掌し、保健センター、介護保険室などの関係各課及び蕨市国

民健康保険運営協議会、蕨戸田市医師会、埼玉県国民健康保険団体連合会など、関係機関

と情報共有と連携を図りながら推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１期 第２期 

 

 
 

※本計画の中で編を分け 
一体的に策定 

第１期 

第３期 

保健センター 

 

蕨市国保被保険者 

埼玉県国民健康

保険団体連合会 

 

蕨戸田市医師会 

 

介護保険室 

 

医療保険課 

 

蕨市国民健康保険

運営協議会 
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第２章 蕨市と蕨市国保の概況 
 

１ 蕨市の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（１）位置・地勢・気象 

蕨市は、東京から約２０ｋｍ圏内に位置し、鉄道ではＪＲ京浜東北線の蕨駅や西川口駅、

埼京線の戸田駅や北戸田駅といった複数の駅が利用できます。また、自動車では国道１７

号線や東京外環自動車道に容易にアクセスできるなど、鉄道交通、道路交通とも非常に利

便性の高い地域となっています。市域面積は５.１１ｋ㎡で、市としては日本一小さく、海

抜は最高５.５ｍ～最低３.２ｍでほとんど起伏が無い平坦な地形、気温は平成２６年で最

高３８.１℃、最低－３.７℃、平均１６.４℃となっており、生活するうえで負担となるよ

うな地理的条件・特色は特にありません。 

（出典）統計わらび 平成２８年版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～日本一小さい市蕨～ 

生活するうえで負担と 

なるような地理的条件・ 

特色は特にない 
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8,008人 7,883人 7,881人 7,983人 8,057人 

23,788人 23,472人 23,451人 23,777人 23,819人 

24,809人 24,742人 24,614人 24,647人 24,822人 

8,257人 8,535人 8,846人 8,926人 8,788人 

7,304人 7,505人 7,682人 7,971人 8,314人 

21.6% 
22.2% 

22.8% 23.1% 23.2% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0人 

10,000人 

20,000人 

30,000人 

40,000人 

50,000人 

60,000人 

70,000人 

80,000人 

90,000人 

100,000人 

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

１５歳未満 １５歳～４０歳未満 ４０歳～６５歳未満 

６５歳～７５歳未満 ７５歳以上 高齢化率 

72,166人 72,474人 73,304人 

（２）人口の構成 

蕨市の総人口は、近年は微増傾向となっており、平成２９年４月１日現在７３,８００人

となっています。 

また、高齢化率1は年々上昇しており、平成２９年４月１日現在２３.２％です。 

 

図表１ 人口の推移 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

（出典）蕨市 住民基本台帳人口（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
1 ６５歳以上の人口が総人口に占める割合を「高齢化率」といいます。 

73,800 人 
72,137 人 

人口は近年微増傾向 

高齢化率は年々上昇 
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★悪性 

新生物 

★心疾患

（高血圧症

を除く） 

肺炎 

★脳血管 

疾患 

老衰 

★腎不全 

不慮の事故 

敗血症 
その他 

７５歳以上 

★悪性 

新生物 

★心疾患

（高血圧症

を除く） 

★脳血管 

疾患 

自殺 

不慮の事故 

肺炎 

★肝疾患 

★大動脈瘤

及び解離 その他 

４０歳から７４歳 

（３）死亡要因 

〈１〉死因別死亡割合 

蕨市の４０歳以上の死因別死亡割合をみると、第１位は悪性新生物で全体の４割以上

を占めており、第２位は心疾患（高血圧性を除く）となっています。 

第３位は、４０歳から７４歳では脳血管疾患、７５歳以上は肺炎となっています。 

 

図表２ ４０歳以上の死因別死亡割合（★＝生活習慣病に関連する疾患を表す） 

 

 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位  

４０歳

から 

７４歳 

★ 

悪性新

生物 

 

★ 

心疾患

（高血

圧性を

除く） 

★ 

脳血管

疾患 

 

 

自殺 

 

 

不慮の

事故 

 

 

肺炎 

 

★ 

肝疾患 

 

★ 

大動脈

瘤及び

解離 

 

 

その他 

 

41.1％ 14.9％ 8.8％ 4.7％ 3.3％ 3.2％ 2.7％ 1.4％ 19.8％ 

７５歳

以上 

★ 

悪性新

生物 

 

★ 

心疾患

（高血

圧性を

除く） 

 

肺炎 

 

★ 

脳血管

疾患 

 

 

老衰 

 

★ 

腎不全 

 

 

不慮の

事故 

 

 

敗血症 

 

 

その他 

 

23.6％ 15.8％ 12.6％ 10.8％ 7.5％ 2.8％ 2.4％ 1.3％ 23.2％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）埼玉県衛生研究所 地域の現状と健康指標 平成２８年度版 

「４０歳以上の死因順位（平成２３年～２７年）」 

生活習慣病に関連する 

疾患が大部分を占める 
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老衰 
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事故 

自殺 

〈２〉主要死因別標準化死亡比（ＳＭＲ） 

蕨市の主要死因別標準化死亡比2（全国の死亡率を基準（１００）とした場合）を疾患別

に比較すると、男性は埼玉県と比べて上回っているものが多く、特に悪性新生物、脳血管

疾患、腎不全の率が高くなっています。 

女性は、全国と同程度ですが、腎不全は埼玉県と比較しても高くなっています。 

 

図表３ 標準化死亡比（ＳＭＲ） 

 

■男性 

 
悪性新

生物 

心疾患 
（高血圧

性を除く） 

脳血管 

疾患 
肺炎 肝疾患 腎不全 老衰 

不慮の

事故 
自殺 

蕨市 111.7 110.9 110.3 100 78.4 125.8 108.8 88.5 113.3 

埼玉県 98.6 112 102.7 107.5 86.6 101.1 95.1 73.1 95.8 

 

 

■女性 

 
悪性新

生物 

心疾患 
（高血圧

性を除く） 

脳血管 

疾患 
肺炎 肝疾患 腎不全 老衰 

不慮の

事故 
自殺 

蕨市 98.5 102.1 92.4 106.3 81.5 109.4 89.1 90.7 98.6 

埼玉県 101.5 115.7 107.1 116.9 116.4 105.6 98.3 74.0 108.5 

 

■男性                  ■女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）人口動態保健所・市区町村別統計「標準化死亡比、主要死因・性・ 

都道府県・保健所・市区町村別 第５表（平成２０年～２４年）」 

                                                   

 
2 地域別に死亡数を人口で除した死亡率を比較すると、各地域の年齢構成に差があるため、高齢者の

多い地域では高くなり、若年者の多い地域では低くなる傾向があります。このような年齢構成の異な

る地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整し、そろえた死亡率を「標準化死亡比

（Standardized Mortality Ratio：ＳＭＲ）」といいます。 

腎不全の率が高い 

腎不全の率が高い 
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83.36歳 

88.63歳 

81.86歳 

85.15歳 

76歳 78歳 80歳 82歳 84歳 86歳 88歳 90歳 

男性 

女性 

平均寿命 

健康寿命 

ダミー 

（４）平均寿命と健康寿命 

蕨市の平均寿命（６５歳平均余命＋６５年）は、男性８３.３６歳、女性 8８.６３歳で、

女性の方が５.２７年長くなっています。 

蕨市の健康寿命（６５歳健康寿命3＋６５年）は、男性８１.８６歳、女性８５.１５歳で、

健康寿命も女性の方が３.２９年長くなっていますが、平均寿命より差は小さくなっていま

す。 

 蕨市の要介護期間（平均寿命と健康寿命との差）は、男性が 1.５０年であるのに対し、

女性が３.4８年となっています。この差は、健康でない状態で過ごす期間であると考えら

れ、この期間を女性の方が１.９8 年長く過ごしていることになります。 

 

図表４ 平均寿命と健康寿命 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （出典）埼玉県 健康寿命算出ソフト 健寿君（平成２７年） 

 

 

 

 

                                                   

 
3 「健康寿命」とは、単なる生存ではなく、生活の質を考慮し、「あと何年、自立して生きられるか」

を示した期間のことです。 

埼玉県では「６５歳健康寿命」を、６５歳に達した県民が健康で自立した生活を送ることができる

期間として定義し、具体的な算定の方法として介護保険制度の「要介護２以上」になるまでの期間を

算定しています。 

要介護期間 3.48 年  

要介護期間 1.50 年  

女性の要介護期間が長い 
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21,402人 21,328人 20,989人 20,750人 
19,957人 

6,143人 6,276人 6,498人 6,446人 6,201人 

0人 

5,000人 

10,000人 

15,000人 

20,000人 

25,000人 

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

被保険者総数 （再掲）前期高齢者 

２ 蕨市国保の概況・・・・・・・・・・・・・・・ 

（１）被保険者数 

平成２９年３月末現在、蕨市国保の被保険者数は１９,９５７人で、被保険者数は減少傾

向にあります。 

また、前期高齢者（６５歳から７４歳）については平成２７年までは増加していました

が、近年は後期高齢者医療制度への移行の増加により減少傾向です。 

 

図表５ 被保険者数の推移 

 

 

 

 

  

     

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（出典）蕨市 国民健康保険事業月報（各年３月末現在） 

 

 

 

 

 

蕨市国保の被保険者

数は減少傾向 
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282人 

247人 

218人 

279人 

577人 

677人 

615人 

492人 

496人 

609人 

527人 

509人 

832人 

1,716人 

1,592人 

293人 

246人 

213人 

310人 

754人 

801人 

701人 

657人 

685人 

747人 

636人 

565人 

745人 

1,580人 

1,356人 

0人 400人 800人 1,200人 1,600人 2,000人 

0～4歳 

5～9歳 

10～14歳 

15～19歳 

20～24歳 

25～29歳 

30～34歳 

35～39歳 

40～44歳 

45～49歳 

50～54歳 

55～59歳 

60～64歳 

65～69歳 

70～74歳 

男性 女性 

（２）年齢階層別被保険者数 

年齢階層別に被保険者数を見てみると、国民健康保険制度の特性上、定年退職して国保

に加入するケースが多いため、６０歳以上の被保険者数が多くなることが特徴的です。  

  また、６０歳以上の被保険者数を男女別に見てみると、男性より女性の方が多くなって

います。 

 

図表６ 年齢階層別被保険者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）蕨市 国民健康保険事業月報（平成２９年３月末現在） 

 

６０歳以上の 

被保険者数が多い 

 

６０歳以上の被保険者数は、 

男性よりも女性の方が多い 
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（３）人口に占める被保険者数 

人口に占める蕨市国保被保険者と蕨市国保被保険者以外の人を１０歳刻みで見てみると、

定年退職して国保に加入する年代の６０歳代以上は、半数以上が国保に加入していること

が分かります。 

 

図表７ 人口に占める被保険者数 

 

 

（出典）蕨市 国民健康保険事業月報（平成２９年３月末現在） 

蕨市 年齢別人口統計（平成２９年４月１日現在） 

 

 

 

1,068人 

1,020人 

2,809人 

2,465人 

2,537人 

2,237人 

4,873人 

2,948人 

4,489人 

4,410人 

7,344人 

8,271人 

9,009人 

7,046人 

4,132人 

828人 

0人 2,000人 4,000人 6,000人 8,000人 10,000人 12,000人 14,000人 

0～9歳 

10～19歳 

20～29歳 

30～39歳 

40～49歳 

50～59歳 

60～69歳 

70～74歳 

蕨市国保被保険者 蕨市国保被保険者以外 

６０歳代以降は、半数以 

上が国保に加入している 
3,776 人 

9,283 人 

11,546 人 

10,153 人 

5,430 人 

5,557 人 

10,736 人 

9,005 人 
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（４）被保険者増減内訳 

平成２８年度の被保険者増減内訳を見ると、増加要因としては他市町村からの転入が多

くなっており、減少要因としては社会保険への加入と後期高齢者医療への加入が多くなっ

ています。総合計では７９３人の減少となっています。 

なお、社会保険の加入が多い理由は、平成２８年１０月からの社会保険の適用拡大が影

響していると考えられます。 

 

図表８ 被保険者増減内訳 

 

増加 
転入 

2,684人 

社会保険

から離脱 

1,963人 

生活保護

廃止 

66人 

出生 

117人 
 
その他 

143 人 

計 

4,973 人 

減少 
転出 

1,901人 

社会保険

に加入 

2,607人 

生活保護

開始 

101人 

死亡 

119 人 

後期加入 

651 人 

その他 

387人 

計 

5,766 人 

増減 783人 △644人 △35人 △2人 △651人 △244 人 △793 人 

 

（出典）蕨市 国民健康保険事業年報（平成２８年度） 

 

（参考）平成２７年度 

増加 
転入 

2,799人 

社会保険

から離脱 

1,971人 

生活保護

廃止 

50人 

出生 

114 人 
 
その他 

158 人 

計 

5,092 人 

減少 
転出 

1,895人 

社会保険

に加入 

2,217人 

生活保護

開始 

118 人 

死亡 

125 人 

後期加入 

622 人 

その他 

354 人 

計 

5,331 人 

増減 904人 △246人 △68人 △11 人 △622 人 △196 人 △239 人 

 

（出典）蕨市 国民健康保険事業年報（平成２７年度） 

 

 

 

 

 

後期高齢者医療への加入が 

多いため、被保険者は減少 
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第３章 保健事業の内容と分析 

蕨市国保被保険者に対して実施した８つの保健事業について、事業の目的や対象者、概

要などを振り返ります。 

１ 特定健診・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 （１）特定健診 （平成２０年度～）  

生活習慣病の早期発見・早期対応・重症化予防を図るため、特定健康を実施しています。 

 

個別事業名 所 属 

特定健診 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 生活習慣病の早期発見・早期対応・重症化予防を図る 

対象者 ４０歳以上の蕨市国保被保険者 

概 要 

・内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)の予防・解消に重点

をおいた、生活習慣病予防のための健診 

・個別健診により実施 

実施期間 ６月から１０月まで 

実施機関 蕨戸田市医師会内の医療機関（約６０機関） 

自己負担額 
８００円（ただし、世帯主及び国保加入者の全員が住民税非課税の

世帯は無料） 

委 託 蕨戸田市医師会 

 

〈特定健診の流れ〉 
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39.5  40.6  
37.7  38.0  39.2  39.3  

40.9  41.0  41.1  

31.8  31.7  32.3  33.1  
34.5  35.5  
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38.6  38.9  
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50％ 

60％ 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

蕨市国保 

埼玉県市町村国保 

（２）特定健診データの分析 

〈１〉特定健診受診率（埼玉県市町村国保との比較） 

蕨市国保の特定健診の受診率の伸びは近年鈍化傾向にあり、平成２８年度は４１.１％

と、埼玉県市町村国保の平均値よりは高いものの、国の参酌標準に従い蕨市が定めた目

標値６０.０％には達していません。 

 

図表９ 特定健診受診率の推移 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）特定健康診査・特定保健指導の実施状況報告（法定報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値 
受診率の伸びが鈍化、 

目標値には達せず 
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10％ 
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健診対象者数 健診受診者数 受診率 

384人 
521人 

438人 449人 

748人 

1,618人 1,534人 

110人 153人 175人 172人 
317人 

847人 917人 

28.6％ 
29.4％ 

40.0％ 38.3％ 
42.4％ 
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1,000人 
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2,000人 
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40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74

〈２〉年齢階層別特定健診受診率 

年齢階層別に特定健診の受診率を見ると、男女ともに７０歳から７４歳が最も高く、

４０歳から４４歳が最も低くなることが分かります。 

また、男性は女性に比べて全体的に受診率が低くなっています。 

 

図表１０ 年齢階層別特定健診受診率 

 

 

■男性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）埼玉県国民健康保険団体連合会「平成２８年度特定健康診査の実施状況等について 

市町村別 性別・年齢階級別特定健診受診率（平成２８年度法定報告）」 

 

男性は全体的に受診率が低い。 

 

男女ともに４０歳代の受診率が低い。 
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3回 

ダミー 

〈３〉年齢階層別特定健診継続受診率 

平成２６年度から平成２８年度の３年間全てで特定健診対象者となった人のうち、年

齢階層別に特定健診の継続受診率を見てみると、どの年代も０回（平成２６年度から平

成２８年度の３年間で一度も特定健診を受けていない人＝未受診者）が最も多くなって

います。 

また、３回（平成２６年度から平成２８年度の３年間全て特定健診を受けている人＝

継続受診者）は全体で２６.５％となっており、４０歳から４４歳は１２.１％と少なく

なっています。 

 

 

図表１１ 年齢階層別特定健診継続受診率（％） 

 

 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 全体 

0 回 
（未受診） 

65.4 63.6 59.5 58.2 53.3 46.2 38.5 51.4 

1 回 12.5 12.3 11.6 10.6 10.5 9.7 10.3 10.8 

2 回 10.0 9.2 10.5 10.6 10.3 11.2 14.5 11.3 

3 回 
（継続受診） 12.1 14.9 18.4 20.6 25.9 32.9 36.7 26.5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）特定健診等データ管理システム「ＦＨＡＣ０６０」を加工し作成 

          

 

未受診者が多く 

継続受診者が少ない 
 

継続受診者

が少ない 

未受診者 

が多い 



第３章 保健事業の内容と分析 

18 

 

〈４〉特定健診月別受診割合 

特定健診を受診した人が、６月から１０月のどの月に受診したかを割合で見てみると、

特定健診終了間際の９月と１０月に集中していることが分かります。特に１０月は、全

体の受診者の４割を超える人が受診しており、医療機関への予約がとりづらい状況です。 

 

 

 

図表１２ 特定健診月別受診割合 

 

（出典）特定健診等データ管理システム「ＦＨＡＣ０６０」を加工し作成 
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8月 

12.8％ 

9月 

24.4％ 

9月 

24.6％ 
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特定健診終了間際の 
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669人 

（32.8％） 

805人 

（45.1％） 

1,793人 

（61.2％） 1,268人 

（76.6％） 

1,369人 

（67.2％） 
980人 

（54.9％） 

1,137人 

（38.8％） 

388人 

（23.4％） 

0人 

500人 

1,000人 

1,500人 

2,000人 

2,500人 

3,000人 

3,500人 

40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-74歳 

生活習慣病の治療歴あり 生活習慣病の治療歴なし 

〈５〉未受診者の生活習慣病の治療歴の有無 

平成２８年度の特定健診対象者のうち、特定健診を受けていない人（＝未受診者）の

生活習慣病の治療歴を見てみると、年代が上がるほど治療歴がある人の割合が高くなる

ことが分かります。 

また、特定健診を受けていない人（＝未受診者）の実数を見てみると、６０歳代が最

も多いことが分かります。 

 

図表１３ 年齢階層別未受診者の生活習慣病の治療歴の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム「被保険者管理台帳」（平成２８年度累計）を加工し作成 

 

 

 

 

 

 

 

６０歳代の未受診者の 

実数が多い 

 

2,038 人 
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年代が上がるほど、 

特定健診未受診者のうち 

生活習慣病の治療歴が 

ある人の割合が高い 
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〈６〉特定健診結果の平均値 

特定健診結果の値を年齢階層別平均値に分けると、４０歳から５４歳・６０歳から６

９歳の男性の腹囲、６５歳以上の男女の収縮期血圧、５５歳以上の男女のＨｂＡ１ｃの

値が保健指導判定値を超えていることが分かります。 

また、埼玉県市町村国保と比べると、ほぼ同じ傾向となっていますが、男性の４０歳

代の腹囲と、男女の７０歳代以上の収縮期血圧の値がやや高くなっています。 

 

図表１４ 特定健診結果の平均値 

 

 

年齢階層 

肥満 血圧 血糖 脂質 

腹囲 

（男性） 

腹囲 

（女性） 
ＢＭＩ 

収縮期 

血圧 

拡張期 

血圧 

ＨｂＡ

１ｃ 

中性 

脂肪 

ＨＤＬ 

ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 

ｃｍ ｃｍ ｋｇ/㎡ ｍｍＨｇ ｍｍＨｇ ％ ｍｇ/ｄｌ ｍｇ/ｄｌ 

保健指導

判定値 

85.0 

以上 

90.0 

以上 

25.0

以上 

130.0 

以上 

85.0 

以上 

5.6 

以上 

150.0 

以上 

39.0 

以下 
 

蕨市市町村国保 

40-44歳 86.1 77.9 23.2 117.2 71.4 5.3 117.0 62.3 

45-49歳 86.4 79.1 23.4 119.6 74.4 5.5 115.6 62.5 

50-54歳 85.6 78.8 23.0 121.0 75.3 5.5 123.0 67.0 

55-59歳 84.1 80.3 22.6 124.5 76.5 5.6 123.4 68.7 

60-64歳 85.6 80.9 22.9 128.6 77.8 5.7 114.1 68.8 

65-69歳 85.5 80.9 22.8 131.1 77.8 5.7 115.5 66.2 

70-74歳 84.9 82.1 22.9 133.3 76.7 5.8 115.3 64.2 

※保健指導判定値を超えているものを   で塗りつぶしています。 
 

埼玉県市町村国保 

40-44歳 84.8 77.6 23.0 117.1 72.7 5.4 113.1 62.5 

45-49歳 85.6 78.4 23.3 120.0 74.5 5.5 118.8 63.5 

50-54歳 85.9 79.1 23.1 122.9 76.4 5.6 122.8 65.2 

55-59歳 85.6 80.0 23.0 125.6 76.9 5.7 120.3 66.1 

60-64歳 85.4 80.7 22.9 128.3 76.9 5.7 116.7 65.1 

65-69歳 85.0 81.0 22.9 130.7 76.6 5.8 115.9 63.7 

70-74歳 84.3 81.7 22.9 131.9 75.3 5.8 112.4 62.9 

 

（出典）埼玉県国民健康保険団体連合会「第三期特定健康診査等実施計画策定資料  

特定健康診査結果の年齢階級別平均値（平成２７年度）」 

男性の腹囲、男女の収縮期血圧、男女のＨｂＡ１ｃ

の平均値が保健指導判定値よりも高い傾向 
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〈７〉特定健診問診票の状況 

   平成２８年度の特定健診の問診票を県や国と比較すると、貧血の既往歴がある人、喫

煙者、週３回以上就寝前夕食をとる人、週３回以上朝食を抜いている人、一日飲酒量が

１合以上飲む人の割合が高い状況です。 

 

図表１５ 特定健診問診票の状況 

 

 

生活習慣等 質問項目 蕨市国保 県 国 

既往歴 

脳卒中 4.3％ 3.1％ 3.3％ 

心臓病 4.8％ 4.8％ 5.9％ 

腎不全 0.6％ 0.4％ 0.6％ 

貧血 15.2％ 9.6％ 10.1％ 

たばこ 喫煙 17.6％ 15.1％ 13.2％ 

食べる速度 

早い 22.4％ 25.0％ 25.1％ 

普通 69.4％ 67.8％ 66.5％ 

遅い 8.2％ 7.2％ 8.3％ 

週３回以上就寝前夕食 28.9％ 16.9％ 14.5％ 

週３回以上夕食後間食 11.0％ 9.2％ 11.0％ 

週３回以上朝食を抜く 18.1％ 8.9％ 7.1％ 

飲酒 

頻度 

毎日 27.0％ 25.9％ 24.6％ 

時々 21.7％ 22.8％ 21.0％ 

飲まない 51.2％ 51.3％ 54.4％ 

一日 

飲酒量 

１合未満 60.7％ 67.5％ 64.5％ 

１～２合 25.8％ 21.9％ 23.9％ 

２～３合 10.0％ 8.4％ 9.2％ 

３合以上 3.5％ 2.2％ 2.5％ 

※県・国と比べて、０.５ポイント以上高い項目を   で塗りつぶしています。 

 

（出典）ＫＤＢシステム「地域の全体像の把握」（平成２８年度累計） 

 

 

 

 

 

 

県や国と比較して、貧血の既往歴がある人や

喫煙者、飲酒量が多い人の割合が高い 
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（３）特定健診受診率向上対策 

特定健診の受診率を向上させるため、５つの事業を行っています。 

〈１〉特定健診 広報・啓発活動 （平成２０年度～） 

イベントでの啓発品の配布、ポスター掲示などを行っています。 

  平成２９年度からは、広報蕨の７月号以降も特定健診の記事を掲載したり、町会回覧板

にチラシを掲載したりして、より多くの人の目に触れるような啓発活動を行っています。 

 

個別事業名 所 属 

〈１〉特定健診 広報・啓発活動 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 特定健診の受診率向上を図る 

対象者 ４０歳以上の蕨市国保被保険者 

 

〈特定健診 広報・啓発活動の推移〉 

 

 

                                                   

 
4 平成２９年度の特定健診の受診率と特定保健指導の実施率は、２０１８年（平成３０年）１１月に

確定予定です。 

 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

特定健診 受診率（％） 39.3 40.9 41.0 41.1 ※4 

① 啓発品配布 ポケットティッシュなど ○ 
  

○ ○ 

② 
地域女性団体連絡協議会の総会に出席し 
啓発  

○ ○ ○ ○ 

③ 
イベントで
の啓発 

健康まつりでの啓発 ○ ○ ○ ○ 
 

市内大型店舗・祭り等で啓発   ○  ○ 

④ 
広報蕨に 
掲載 

６月号に特集記事 ○ ○ ○ ○ ○ 

７月号以降に記事     ○ 

⑤ 
チラシの 
配布 

被保険者証更新時にチラシ 
同封 

○ ○ ○ ○ ○ 

国保の納税通知書発送時に 
チラシ同封 

○ ○ ○ ○ ○ 

⑥ 蕨市のホームページへの掲載 ○ ○ ○ ○ ○ 

⑦ 
蕨ケーブル
ＴＶの活用 

職員等出演 ○ ○  ○ ○ 

テロップのみ   ○   
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〈平成２９年度作成 ⑪受診券同封リーフレット・⑫受診券の封筒〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

特定健診 受診率（％） 39.3 40.9 41.0 41.1 ※ 

⑧ 
ポスターの
掲示 

市内循環バス・公共施設・ 
市内医療機関 

○ ○ ○ ○ ○ 

市内の掲示板    ○ ○ 

⑨ 
町会回覧板
での啓発 

公民館報の中に掲載 ○ ○    

単独チラシを作成     ○ 

⑩ 
受診券の工
夫 

受診券に過去３年間の健診
結果を掲載 

 ○ ○ ○ ○ 

⑪ 
リーフレッ
トの工夫 

受診券同封リーフレットの 
カラー化 

   ○ ○ 

⑫ 
受診券の封
筒の工夫 

受診方法を掲載   ○ ○  

持参物を掲載   ○ ○ ○ 

外国語を表記     ○ 
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〈２〉特定健診 受診勧奨通知 （平成２３年度～） 

健診を受診していない人に対して個別に受診勧奨通知を送付しています。 

平成２９年度は、対象者の拡大や年齢に応じた文面の作成などの見直しを行っています。 

 

個別事業名 所 属 

〈２〉特定健診 受診勧奨通知 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 特定健診の受診率向上を図る 

対象者 下記参照 

 

〈特定健診 受診勧奨の推移〉 

 

〈平成２９年度作成 勧奨通知（表面）〉 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

特定健診  

受診率（％） 
39.3 40.9 41.0 41.1 ※ 

対象者 

 

勧奨通知を発送する時点で

特定健診未受診者のうち、 

１回目：７月末現在５０歳

代 

２回目：９月中旬現在６０

歳代前半 

勧奨通知を発送する時点で

特定健診未受診者のうち、 

１回目：年度末現在４０歳か

ら５歳刻みの人 

２回目：年度末現在４３歳か

ら５歳刻みの人 

勧奨通知を発送

する時点で特定

健診未受診者の

うち、 

１・２回目：未

受診者全員を世

帯ごとに送付 

１回目 

発送日・件数 

８月初旬 

２,１７２件 
８月初旬 

２,１９６件 
８月中旬 

２,０９１件 
８月初旬 

２,２５４件 
７月下旬 

９,２９４件 

２回目 

発送日・件数 
９月下旬 

１,７３０件 
９月中旬 

２,１０２件 
９月中旬 

２,６２７件 
９月中旬 

２,５５２件 
９月中旬 

８,５６９件 

色 白黒 白黒 白黒 カラー カラー 

サイズ ハガキ ハガキ ハガキ ハガキ 
Ａ５サイズを 
二つ折り 

委託 直営 直営 直営 直営 直営 
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12.1  14.9  18.4  20.6  25.9  32.9  36.7  
26.5  10.0  9.2  

10.5  10.6  
10.3  

11.2  
14.5  

11.3  12.5  12.3  
11.6  10.6  

10.5  
9.7  

10.3  

10.8  

65.4  63.6  59.5  58.2  53.3  46.2  38.5  
51.4  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 全体 

0回 

1回 

2回 

3回 

ダミー 

〈３〉特定健診 早期受診キャンペーン （平成２９年度～） 

未受診者減少、継続受診者の増加及び健診終了間際の混雑を緩和するため、下記対象者

の中から抽選で蕨市オリジナルグッズをプレゼントしています。 

 

個別事業名 所 属 

〈３〉特定健診 早期受診キャンペーン 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 継続受診者・初回受診者の獲得と健診終了間際の混雑緩和 

対象者 
４０歳以上の蕨市国保被保険者のうち、蕨市の特定健診を８月まで

に受診した人で、「３年以上継続」もしくは「初めて受診」した人 

 
〈平成２９年度作成 蕨市医療保険課オリジナルＴシャツ〉 

 

 

 

 

 

 

〈３〉の対策は、下記の課題を解決するために実施しています。 

 

（再掲）図表１１ 特定健診年齢階層別継続受診率（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（再掲）図表１２ 特定健診月別受診割合 

 

6月 

4.2％ 

7月 

14.5％ 

8月 

13.0％ 

9月 

24.4％ 

10月 

43.9％ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

運動に最適なメッシュ素材で蕨市のオリジナル
Ｔシャツを作成し、対象者の中から抽選で 
３００人に当選通知を送付しました。 

未受診者が多く 

継続受診者が少ない 
 

特定健診終了間際の 

９月と１０月の受診者数が多い 
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〈４〉特定健診以外の健診結果の提供 （平成２５年度～） 

特定健診の項目を満たす職場の健診や自費で人間ドックを受診した人が、健診結果を蕨

市に提供していただけるよう、周知活動を行っています。提供された健診結果は、特定健

診データとして登録します。 

平成２９年度からは、提供していただいた人に対して、蕨市オリジナル健康グッズをプ

レゼントしています。 

 

個別事業名 所 属 

〈４〉特定健診以外の健診結果の提供 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 

特定健診の項目を満たす職場の健診や自費で人間ドックを受診し

た人の健診結果を特定健診のデータとして登録し、特定健診の受診

率向上を図る 

対象者 特定健診以外の健診で受診した健診結果を持つ特定健診未受診者 

 

〈平成２９年度作成 蕨市医療保険課オリジナル スプレータイプのしょうゆ〉 

 

 

 

 

 

〈特定健診以外の健診結果の提供の周知方法の推移〉 

                                                   

 
5 特定健診の項目を満たすように作られた健診結果を書き込む用紙のこと。 
6 見込み値 

 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

特定健診 受診率（％） 39.3 40.9 41.0 41.1 ※ 

提供者に健康グッズのプレゼント     ○ 

特定健診の受診券 

送付時の案内で周知 

文章のみ掲載 ○ ○ ○ ○  

健診結果提供用紙5を同封     ○ 

受診勧奨通知への掲載   ○ ○ ○ 

商工会議所主催の 

事業主健診を受診した

人へのチラシ配布 

文章のみ掲載 ○ ○ ○ ○  

健診結果提供用紙を掲載     ○ 

提供数 1 1 0 13 606 

シュッとひとふきするだけで、満遍なく少量をか
けることができるスプレータイプのしょうゆを配
布し、減塩を呼びかけました。 
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669人 

(32.8%) 
805人 

(45.1%) 

1,793人 

(61.2%) 1,268人 

(76.6%) 

1,369人 

(67.2%) 
980人 

(54.9%) 

1,137人 

(38.8%) 

388人 

(23.4%) 

0人 

500人 

1,000人 

1,500人 

2,000人 

2,500人 

3,000人 

3,500人 

40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-74歳 

生活習慣病の治療歴あり 生活習慣病の治療歴なし 

〈５〉医療機関からの診療情報の提供 （平成２８年度～） 

対象者の同意のもと、医療機関が保有している診療情報（特定健診の項目に相当する検

査項目）を医療機関から県医師会経由で市に提供していただき、提供された診療情報を特

定健診データとして登録します。 

平成２９年度からは、協力していただいた人の中から抽選で１００名にオリジナル健康

グッズをプレゼントしています。 

 

個別事業名 所 属 

〈５〉医療機関からの診療情報の提供 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 
生活習慣病で治療歴のある人の診療情報を特定健診のデータとし

て登録し、特定健診の受診率向上を図る 

対象者 

生活習慣病で医療機関に受診しているなどの理由で特定健診未受

診の人 
【平成２８年度】 

蕨戸田市医師会内の医療機関に参加アンケートを実施し、参加すると回答いただい

た医療機関を受診している特定健診未受診者（発送数：２,３２６件） 

【平成２９年度】 

蕨市・戸田市・さいたま市・川口市の医療機関を受診している特定健診未受診者（発

送数：２,０６３件） 

提供数／提供率 １４０件／６.０％（平成２８年度） 

 

 

〈４〉と〈５〉の対策は、下記の課題を解決するために実施しています。 

 

（再掲）図表１３ 年齢階層別未受診者の生活習慣病の治療歴の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,038人 
1,656 人 1,785 人 

2,930 人 

特定健診未受診者のうち、生活習慣

病の治療歴がある人の割合が高い 

生活習慣病で治療歴のある人から、 

特定健診の項目に相当する 

検査データを集められていない 
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〈平成２９年度作成 医療機関からの診療情報の提供のための通知〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈医療機関からの診療情報の提供の流れ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<５>の実施期間中（１月から２月末まで）に医療機関に通院しない人も多いことか
ら、平成２９年度は通知にフローチャートを同封し、「<５>医療機関からの診療情
報の提供」または「〈４〉特定健診以外の健診結果の提供」に協力するように呼び
かけています。 

２  

同意欄に署

名し、医療機

関に通知を 

持参する 

３  

対象者の診療情 

報が特定健診の 

項目を満たして 

いる場合は、医 

療機関が検査デ 

ータを記載し、 

県医師会に提出 

する 

５  

後日、協 

力してい 

ただいた 

人の中か 

ら抽選で 

健康グッ 

ズをプレ 

ゼント 

１ 

対
象
者
に
通
知
が
届
く 

４  

市に情報

が届き、

特定健診

データと

して登録

される 
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２ 特定保健指導・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（１）特定保健指導 （平成２０年度～） 

特定健診の結果から生活習慣病の発症リスクが高い人への健康づくりの支援として、特

定保健指導を実施しています。 

 

個別事業名 所 属 

特定保健指導 部課名 健康福祉部 保健センター 

概 要 

目 的 
生活習慣病のリスクが重なっている人を選定し、適切な指導を行うことで生

活習慣病発症の予防を図る 

対象者 特定健診受診者で基準該当者 

概 要 

・特定健診の結果から生活習慣病の発症リスクが高い人を動機付け支援と積

極的支援に分類し、健康づくりの支援を実施 

動機付け支援：生活習慣の改善を視野に目標を設定し、行動変容の促進を

支援する 

積極的支援：課題に対する個別目標を設定し、具体的で実現可能な行動の

継続を支援する 

・初回面接を健康講座及びグループ支援の形式で実施し、１か月後・３か月

後にも運動実技指導を取り入れたフォロー講座を実施する 

実施期間 １月から９月まで 

実施機関 保健センター 

自己負担額 無料 

委 託 直営で実施 

 

〈特定保健指導の流れ〉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  

初回面

接を受

け、行動

目標を

立てる 

４  

フォローアップ 

講座などに参加 

し、目標達成のた 

めに行動する 

５ 

行
動
目
標
の
達
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を
確
認
す
る 

１ 

特
定
保
健
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（２）特定保健指導データの分析 

〈１〉特定保健指導実施率（埼玉県市町村国保との比較） 

平成２８年度の実施率は５.５％となっており、 動機付け支援と積極的支援に分けると、

動機付け支援の実施率は７.７％、積極的支援の実施率は０.５％となっています。 

 

図表１６ 特定保健指導実施率の推移 
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（出典）特定健康診査・特定保健指導の実施状況報告（法定報告） 
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〈２〉特定保健指導対象者の出現率 

図表１７ 特定保健指導対象者の出現率 

 

 特定健診 

受診者数 

特定保健指導 

対象者数 
出現率 

H25 4,933 人 684人 13.9％ 

H26 5,086 人 738人 14.5％ 

H27 4,940 人 702人 14.2％ 

H28 4,680 人 642人 13.7％ 

 

（出典）特定健康診査・特定保健指導の実施状況報告（法定報告） 

 

〈３〉特定保健指導の効果 

平成２７年度の特定保健指導を終了し、平成２８年度に特定健診を受診した人 

（４３人：平均年齢６７．４歳）について、平成２７年度と平成２８年度の検査データ

の平均値を比較すると、検査値が改善していることが分かりました。 

 

図表１８ 特定保健指導の効果 

 

（出典）特定健康診査・特定保健指導の実施状況報告（法定報告）を加工して作成 
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〈４〉特定健診問診票の状況 

  平成２８年度の特定健診の問診票で特定保健指導に関する項目を見てみると、県や国

と比べて運動や食生活の改善意欲がある人が多く、既に取り組んでいる人の割合が高い

ことが分かります。 

また、特定保健指導を利用しない人（「生活習慣の改善について保健指導を受ける機会

があれば利用しますか」の問いに「いいえ」と回答した人）の割合が県や国と比べてや

や低くなっています。 

 

図表１９ 特定健診問診票の状況 

 

 

 

質問項目 蕨市国保 県 国 

運動や 

食生活の 

改善 

改善意欲なし 27.4％ 32.5％ 31.4％ 

改善意欲あり 29.5％ 23.6％ 26.3％ 

改善意欲ありかつ 

始めている 
11.8％ 16.3％ 12.9％ 

取り組み済み 

６ケ月未満 
9.2％ 7.5％ 7.9％ 

取り組み済み 

６ケ月以上 
22.2％ 20.1％ 21.5％ 

特定保健指導を利用しない 54.9％ 59.6％ 60.2％ 

 

（出典）ＫＤＢシステム「地域の全体像の把握」（平成２８年度累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動や食生活の改善意欲がある人が多い 
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（３）特定保健指導実施率向上対策 

特定保健指導の実施率を向上させるため、４つの事業を行っています。 

〈１〉特定保健指導 広報・啓発活動 （平成２０年度～） 

広報蕨やケーブルＴＶなどで特定保健指導の利用啓発を行っています。 

 

個別事業名 所 属 

〈１〉特定保健指導 広報・啓発活動 部課名 健康福祉部 保健センター 

概 要 

目 的 特定保健指導の実施率向上を図る 

対象者 特定保健指導該当者 

 

〈特定保健指導 広報・啓発活動の推移〉 

 

〈２〉特定保健指導 電話勧奨 （平成２４年度～） 

初回面接の前（１１月下旬から翌年２月）に職員が特定保健指導該当者に対して、電話

による利用勧奨を実施しています。 

 

個別事業名 所 属 

〈２〉特定保健指導 電話勧奨 部課名 健康福祉部 保健センター 

概 要 

目 的 特定保健指導の実施率向上を図る 

対象者 特定保健指導該当者 

 

〈特定保健指導 電話勧奨の推移〉 

 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

特定保健指導 実施率（％） 9.4 7.2 7.5 5.5 ※ 

① 広報蕨に掲載 ○ ○ ○ ○ ○ 

② 
蕨ケーブル 
ＴＶの活用 

職員等出演 ○ ○  ○  

テロップのみ   ○  ○ 

 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

特定保健指導 実施率（％） 9.4 7.2 7.5 5.5 ※ 

架電方法 直営で実施 ○ ○ ○ ○ ○ 

架電数（件） 約 300 約 300 約 300 約 300 未確定 
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〈３〉特定保健指導 オリジナル講座の開催 （平成２１年度～） 

  特定保健指導に興味を持ってもらうように工夫した講座を実施しています。 

 

個別事業名 所 属 

〈３〉特定保健指導 オリジナル講座の開催 部課名 健康福祉部 保健センター 

概 要 

目 的 特定保健指導の実施率向上を図る 

対象者 特定保健指導該当者 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

 特定保健 

指導実施率

（％） 

9.4 7.2 7.5 5.5 ※ 

講座の内容 

１月～３月 

初回面接時に運動・栄

養講座を実施 

 

２月～３月 

初回面接１か月後に運

動・栄養講座を実施 

１月～３月 

初回面接時に運

動・栄養講座を実

施 

 

２月～９月 

初回面接１か月

後・６か月後に運

動・栄養講座を実

施 

１月～３月 

初回面接時に運動・栄

養講座を実施 

 

２月～６月 

初回面接１か月後・３

か月後に運動・栄養講

座を実施 

参加者（のべ） 

（人） 
国保以外の 

人も含む 

79 82 118 104 未確定 
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〈４〉特定保健指導 初回面接終了キャンペーン （平成２７年度～） 

特定保健指導の初回面接を終了した人へスポーツクラブの一日招待券をプレゼントする

キャンペーンを実施し、平成２８年度は４８人へ配布しました。 

 

個別事業名 所 属 

〈４〉特定保健指導 初回面接終了キャンペーン 部課名 健康福祉部 保健センター 

概 要 

目 的 特定保健指導の実施率向上を図る 

対象者 初回面接終了者 

 

 

〈平成２９年度作成 特定保健指導の案内通知〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

 特定保健 

指導実施率

（％） 

7.5 5.5 ※ 

参加者 

（人） 
58 48 未確定 
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３ 人間ドック・脳ドック・ＰＥＴ検診受診費補助・・・・・ 

（１）人間ドック・脳ドック・ＰＥＴ検診受診費補助 

人間ドック、脳ドック、ＰＥＴ検診を受診する人へ、費用の助成を行っています。 

 

〈１〉人間ドック受診費補助 平成２年度～ 

個別事業名 所 属 

人間ドック受診費補助 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 
充実した検査項目を実施することにより、生活習慣病などの早期発

見及び予防を図る 

対象者 

以下の条件を全て満たす人 

①４０歳以上の蕨市国保被保険者、②保険税に滞納がない世帯の人 

③現在、疾病加療中でない人、④同一年度内に蕨市国保の特定健診

を受けていない人 

概 要 

・補助額：２０,０００円 

・医療機関に予約後、市役所医療保険課にて補助金の交付申請をす

ると受診票が渡される。受診日当日に受診票を医療機関へ提出する

ことで、料金から補助金額を差し引いた額が請求される 

実施期間 随時 

実施機関 指定医療機関 

委 託 直営で実施 

 

〈２〉脳ドック受診費補助 平成１５年度～ 

個別事業名 所 属 

脳ドック受診費補助 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 
ＭＲＩを主とする一連の検査により、発症する前の脳の異常を発見

し、生活習慣病などの疾病の早期発見及び予防を図る 

対象者 

以下の条件を全て満たす人（費用の助成は３年度内に１回） 

①４０歳以上の蕨市国保被保険者、②保険税に滞納がない世帯の人 

③現在、疾病加療中でない人、④同一年度内に蕨市国保のＰＥＴ検

診受診費補助を利用していない人 

概 要 

・補助額：２５,０００円 

・医療機関に予約後、市役所医療保険課にて補助金の交付申請をす

ると受診票が渡される 

・受診日当日に受診票を医療機関へ提出することで、料金から補助

金額を差し引いた額が請求される 

実施期間 随時 

実施機関 指定医療機関 

委 託 直営で実施 
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〈３〉ＰＥＴ検診受診費補助 平成１８年度～ 

個別事業名 所 属 

ＰＥＴ検診受診費補助 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 主にがんの早期発見及び予防を図る 

対象者 

以下の条件を全て満たす人（費用の助成は３年度内に１回） 

①４０歳以上の蕨市国保被保険者、②保険税に滞納がない世帯の

人、③現在、疾病加療中でない人、④同一年度内に蕨市国保の脳ド

ック受診費補助を利用していない人 

概 要 

・補助額：２０,０００円 

・受診後、市役所医療保険課にて補助金の交付申請をすると、後日

指定した口座に振込まれる 

実施期間 随時 

実施機関 ＰＥＴ検診を実施している医療機関 

委 託 直営で実施 

 

（２）人間ドック等受診費補助の分析 

人間ドック、脳ドック、ＰＥＴ検診受診費補助の利用者数を見てみると、どれも利用者

数は伸びていません。 

人間ドック受診費補助の利用者数が最も多くなっています。 

 

 

図表２０ 受診費補助の利用者数の推移 

 

（出典）蕨市決算概要報告書 
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４ 糖尿病性腎症重症化予防対策・・・・・・・・・・ 

〈１〉糖尿病性腎症重症化予防対策事業 （平成２９年度～） 

今後人工透析の導入のリスクが高いｅＧＦＲ値が６０ｍｌ/分/１.７３㎡未満で医療機

関に通院していない未治療者へ、早めに医療機関を受診し治療するように記載した勧奨通

知を送付しています。 

 

個別事業名 所 属 

糖尿病性腎症重症化予防対策事業 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 糖尿病などの悪化を予防することで人工透析の導入を遅らせる 

対象者 

以下の条件を全て満たす人 

①前年度の特定健診のクレアチニンの検査値をもとに推算した 

ｅＧＦＲ値が６０ｍｌ/分/１.７３㎡未満の人 

②前年度中に糖尿病、慢性腎臓病及び糖尿病の疑いのレセプトがない人 

概 要 

・対象者へ、早めに医療機関を受診し治療を開始するよう記載した勧奨通

知を送付する 

・勧奨通知が届いた人は、特定健診受診時に勧奨通知を持参し、必要な治

療を開始する 

実施期間 ６月 

委 託 直営で実施 

実施状況 勧奨通知送付数：２２３人（平成２９年度） 

 

〈平成２９年度作成 糖尿病性腎症重症化予防対策事業の通知〉 
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５ ジェネリック医薬品利用促進・・・・・・・・・・・ 

（１）ジェネリック医薬品利用促進 

ジェネリック医薬品の利用を促進するため、２つの事業を行っています。 

〈１〉ジェネリック医薬品差額通知 （平成２５年度～） 

生活習慣病に係る薬剤をジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担額の削減効果

を記載した通知を個別に送付しています。 

 

個別事業名 所 属 

ジェネリック医薬品差額通知 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 
ジェネリック医薬品に関する正しい知識を啓発し、利用を促すこと

により、医療費の適正化につなげる 

対象者 

蕨市国保被保険者のうち、生活習慣病に係る薬剤をジェネリック医

薬品に切り替えた場合の自己負担額の削減効果が３００円以上の

人 

概 要 
レセプトデータから得られた情報により、ジェネリック医薬品を利

用した場合の差額を通知し、利用を促す 

実施期間 年２回：４月と１０月に送付 

委 託 埼玉県国民健康保険団体連合会 

 

図表２１ ジェネリック医薬品差額通知の発送数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）埼玉県国民健康保険団体連合会 

「後発医薬品（ジェネリック医薬品）利用差額通知書の送付について」 



第３章 保健事業の内容と分析 

40 

 

13,138  13,136  13,055  13,056  12,597  

0件 

2,000件 

4,000件 

6,000件 

8,000件 

10,000件 

12,000件 

14,000件 

H25 H26 H27 H28 Ｈ29 

〈２〉ジェネリック医薬品希望シール配布 （平成２２年度～） 

  ジェネリック医薬品希望シールは、通知への同封や国保加入時の窓口での配布などによ

り、被保険者証などへの貼付を促しています。 

 

個別事業名 所 属 

ジェネリック医薬品希望シール配布 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 
ジェネリック医薬品に関する正しい知識を啓発し、利用を促すこと

により、医療費の適正化につなげる 

対象者 蕨市国保被保険者 

概 要 

ジェネリック医薬品希望シールを被保険者証などと同封し送付、窓

口に設置して配布、国保加入時に窓口で配布し、ジェネリック医薬

品の利用を促す 

実施期間 随時（蕨市国保の被保険者証への同封は９月） 

委 託 埼玉県国民健康保険団体連合会 

 

図表２２ ジェネリック医薬品希望シール配布数の推移（※当初被保険者証発送分のみ） 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出典）医療保険課資料 
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21.9 

19.7 

22.2 

24.2 
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24.3 

15％ 
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30％ 
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（２）ジェネリック医薬品の分析 

〈１〉月別切替率 

ジェネリック医薬品差額通知の作成対象者のうち、差額通知に記載されている薬剤を

ジェネリック医薬品に切り替えた人の月別切替率の推移を見てみると２０％前後となっ

ており、県の平均と比較しても低いことが分かります。 

 

図表２３ 月別切替率の推移 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

（出典）埼玉県国民健康保険団体連合会「蕨市国民健康保険における後発医薬品差額通

知書実施結果」（平成２７年度：平成２８年９月作成） 

〈２〉月別数量シェア 

ジェネリック医薬品の数量シェアの推移を見てみると７０％前半となっており、県の

平均と比較すると高いが、国が示す目標値の８０％には達していません。 

 

図表２４ 月別数量シェアの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）埼玉県国民健康保険団体連合会「後発医薬品数量シェア等の推移」（平成２９年度）

平成２９年１２月審査分） 

国が示す目標値 

８０％には達していない 
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６ 重複服薬者対策・・・・・・・・・・・・・・・ 

〈１〉重複服薬者通知 （平成２９年度～） 

重複服薬者に対して、重複投薬の危険性などについて伝える通知を送付しています。 

 

個別事業名 所 属 

重複服薬者通知 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 適正受診を促し、医療費適正化につなげる 

対象者 
２ヶ月以上連続して同一名または同一効果の薬が投薬日数３０日を上回

って処方されている人 

概 要 
重複投薬の危険性や投与されている薬と投薬日数などを記載した通知を

送付する 

実施期間 随時 

委 託 直営で実施 

実施状況 ８人（平成２９年度） 

 

〈平成２９年度作成 重複服薬者通知〉 
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７ 医療費通知・・・・・・・・・・・・・・・・ 

〈１〉医療費通知 

蕨市国保被保険者に対して、診療に関する費用等を記載した通知を送付しています。 

 

個別事業名 所 属 

医療費通知 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 
診療に関する費用等を通知することにより、医療費への意識付けを図り、

医療費の適正化につなげる 

対象者 蕨市国保被保険者 

概 要 
受診月、医療機関名、診療科目、受診日数、医療費総額、自己負担額を世

帯主に通知する 

実施期間 年６回 

委 託 埼玉県国民健康保険団体連合会 

 

図表２５ 医療費通知の発送数の推移 

 

（出典）国保総合システム「医療費（変更）通知書」 
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８ 保養施設利用助成・・・・・・・・・・・・・・ 

健康保持、増進を図るため、指定保養施設に宿泊する人へ、費用の助成を行っています。 

（１）保養施設利用助成 （平成１４年度～） 

個別事業名 所 属 

保養施設利用助成 部課名 市民生活部 医療保険課 

概 要 

目 的 蕨市国保被保険者の健康保持、増進を図る 

対象者 蕨市国保被保険者で保険税の滞納がない世帯の小学生以上の人 

概 要 

・指定保養施設に予約後、市役所医療保険課にて申請をすると利用

券と助成券が渡される 

・宿泊日当日に利用券と助成券を指定保養施設へ提出することで、

料金から補助金額（大人３,０００円、小人２,０００円）を差し引

いた額が請求される 

実施期間 随時 

実施場所 埼玉県国民健康保険団体連合会の指定保養施設 

委 託 直営で実施 

 

（２）保養施設利用助成の分析 

保養施設の利用者数は、平成２６年度と平成２８年度は４００人を下回っています。 

 

図表２６ 保養施設の利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）蕨市決算概要報告書 

平成２８年度は 

利用者数が減少 
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入院 

第４章 医療費データの分析 

１ 総医療費の年次推移・・・・・・・・・・・・・・ 

近年、蕨市国保被保険者の総医療費は増加傾向にありましたが、平成２８年度は減少し

ています。 

減少の内訳を見ると、入院が約４千万円、入院外が約５千万円、歯科が約 1 千万円、調

剤が約３千万円の減少となっています。なお、これらの減少は、社保加入による被保険者

数の減少（図表１５）や高額薬剤の値下げなどが影響していると考えられます。 

 

図表２７ 総医療費の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）国民健康保険事業状況（平成２８年度は速報値） 

 

 

 

 

52.3億円 52.3億円 
55.2 億円 56.0 億円 

54.7 億円 

平成２８年度の総医療費は減少 
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272,115円 271,411円 
284,413円 288,849円 284,493円 

287,664円 
296,688円 305,090円 

320,652円 324,619円 

506,798円 501,067円 
517,675円 

531,840円 
517,386円 

462,280円 468,847円 470,369円 
484,782円 479,788円 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 
150,000円 

250,000円 

350,000円 

450,000円 

550,000円 

全体(蕨市国保) 全体(埼玉県市町村国保) 

【再掲】前期高齢者(蕨市国保) 【再掲】前期高齢者(埼玉県市町村国保) 

２ 一人当たり医療費の県内市町村平均との比較・・・・・ 

蕨市国保被保険者の一人当たりの医療費（療養諸費費用額7）の推移を見ると、平成２６

年度、平成２７年度と上昇していましたが、平成２８年度には平成２６年度と同程度まで

減少しました。また、埼玉県市町村国保と比較すると、いずれも低くなっています。 

前期高齢者（６５歳から７４歳）の一人当たりの医療費（療養諸費費用額）を全体と比

較すると約１.８倍になっており、前期高齢者の医療費が高いことが分かります。また、埼

玉県市町村国保と比較しても、いずれも高くなっています。 

 

図表２８ 一人当たり医療費の県内市町村平均との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）国民健康保険事業状況（平成２８年度は速報値） 

 

                                                   

 
7 療養諸費費用額とは、①療養給付費（診療費、調剤、入院時食事療養費・生活療養費、訪問看護療

養費）、②療養費（診療費、補装具、柔道整復師、あんま・マッサージ、はり・きゅう等）、③移送費

の総称であり、被保険者が払う一部負担金を含み、国保における「総医療費」を意味します。 

埼玉県市町村国保と比べて前期高齢者の一人当たり医療費が高い 

 

平成２８年度の一人当たり医療費は減少 
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３ 一人当たり年齢階層別医療費・・・・・・・・・・・ 

蕨市国保被保険者の年齢階層別の一人当たり医療費（療養給付費）の費用額を見ると、

２０代が最も低く、それより年代が下がるか、または年代が上がるにつれて医療費が増加

しています。 

また、男女別に見ると、２０代では男性は女性の６割程度と少ないですが、３０代から

４０代にかけて男女ほぼ同額となり、５０代以降では男性が女性を大きく上回っているの

が特徴的です。 

 

図表２９ 一人当たり年齢階層別医療費 

 

    （出典）ＫＤＢシステム 疾患別医療費分析 大分類（Ｈ２８年度 累計） 
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36人 

0人 100人 200人 300人 400人 500人 

高血圧症 

脂質異常症 

糖尿病 

がん 

狭心症 

高尿酸血症 

脳梗塞 

動脈硬化症 

蕨市国保 埼玉県 

４ 患者千人当たり生活習慣病患者数・・・・・・・・・ 

蕨市国保被保険者のうち、患者8千人当たり生活習慣病患者が何人いるかを分析すると、

蕨市国保は埼玉県9とほぼ同様の傾向を示しています。 

高血圧症、脂質異常症、糖尿病の生活習慣病における基礎疾患については、埼玉県より

患者数が少ないですが、高血圧症については３割以上が抱えています。 

 

図表３０ 患者千人当たり生活習慣病患者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（１）細小分類（Ｈ２８年度 累計） 

 

                                                   

 
8 ここでいう患者とは、主に入院レセプトまたは外来レセプトが存在する人のことをいいます。 
9 ＫＤＢシステムでの「埼玉県」は、市町村国保の他に６つの組合国保を含んでいます。なお、ＫＤ

Ｂシステムとは、国保データベースシステムのことで、医療費や健診などの情報を活用し、統計情報

を提供するシステムのことです。 

患者千人当たりの 

高血圧症の人は３割以上 
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内分泌 

13.6％ 

循環器 

12.7％ 

尿路性殖器

系 

12.2％ 

新生物 

10.9％ 
筋骨格 

9.2％ 

呼吸器 

7.9％ 

消化器 

6.0％ 

眼 

5.6％ 

精神 

5.2％ 

その他 

16.6％ 

５ 疾病別医療費 入院外（大分類・中分類）・・・・・・ 

蕨市国保被保険者のうち、入院外分について医療費（療養給付費）の割合を大分類で見

ると、内分泌、循環器、尿路性殖器系、新生物の順になっており、この４分類でほぼ半分

を占めています。 

さらに、この４分類を中分類で見ると、内分泌の中では糖尿病が半分以上を占めており、

循環器の中では高血圧性疾患、尿路性殖器系の中では腎不全が大部分を占めています。 

 

図表３１ 入院外（大分類別医療費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（２）大、中、細小分類（Ｈ２８年度 累計） 

 

図表３２ 入院外（中分類別医療費） 

 

 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（２）大、中、細小分類（Ｈ２８年度 累計） 
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新
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その他の悪性新生物 3.5％ 

その他の心疾患 3.0％  乳房の悪性新生物 1.6％ 

虚血性心疾患 1.2％  気管、気管支及び肺の悪性新生物 1.5％ 

（入院外）糖尿病、高血圧性疾患、腎不全などの 

生活習慣病関連の医療費が大部分を占める 
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循環器 

21.6％ 

新生物 

21.0％ 

精神 

9.9％ 

筋骨格 

7.2％ 

消化器 

6.3％ 

尿路性器 

6.1％ 

損傷中毒 

6.0％ 

呼吸器 

5.4％ 

その他 

16.5％ 

６ 疾病別医療費 入院（大分類・中分類）・・・・・・・ 

蕨市国保被保険者のうち、入院分について医療費（療養給付費）の割合を大分類で見る

と、循環器、新生物の２分類だけで約４割と非常に大きくなっています。中分類で見ると、

心疾患や悪性新生物などの生活習慣病にかかる医療費が大きいことが分かります。また、

入院では入院外と異なり精神にかかる医療費が上位になる特徴があります。 

 

図表３３ 入院（大分類別医療費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（２）大、中、細小分類（Ｈ２８年度 累計） 

 

図表３４ 入院（中分類別医療費） 

 

 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（２）大、中、細小分類（Ｈ２８年度 累計） 
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（入院）心疾患や悪性新生物などの 

生活習慣病関連の医療費が大部分を占める 
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７ 疾病別医療費 入院外＋入院（細小分類）・・・・・・ 

蕨市国保被保険者のうち、入院外分と入院分を合計した医療費（療養給付費）による細

小分類での上位１０位を抽出すると、上位の１０疾患だけで全体の３６.３％を占めていて

医療費への影響力が大きいことが分かります。 

さらに１０位までの内訳を見ると、１位は慢性腎不全（透析あり）、２位は糖尿病、３位

は高血圧症と生活習慣病関連の疾患が上位を占めています。 

 

図表３５ 入院外＋入院（細小分類別医療費） 

 

 

 

 

 

1位 
慢性腎不全 

（透析あり） 
7.1％ 

 

 
6位 脂質異常症 2.9％ 

2位 糖尿病 5.1％ 
 

 
7位 不整脈 2.6％ 

3位 高血圧症 4.4％ 
 

 
8位 大腸がん 2.6％ 

4位 関節疾患 3.7％ 
 

 
9位 うつ病 2.2％ 

5位 統合失調症 3.2％ 
 

 
10位 狭心症 1.8％ 

   
 

 
合計 36.3％ 

 

（出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（２）大、中、細小分類（Ｈ２８年度 累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（入院外＋入院）・上位の１０疾患で全体の医療費の３６.３％を占める 

・慢性腎不全（透析あり）、糖尿病、高血圧症などの 

生活習慣病関連の医療費が上位を占める 
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同規模保険者 

国 

８ 患者千人当たり人工透析患者数・・・・・・・・・・ 

「７ 疾病別医療費（入院外＋入院）」の割合で最も高かった「慢性腎不全（透析あり）」

について、蕨市国保被保険者の患者千人当たりの人工透析患者数を見ると、埼玉県、同規

模保険者、国と比較して多く、千人当たり７.８人となっています。 

 

図表３６ 患者千人当たり人工透析患者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 医療費分析（１）細小分類（Ｈ２８年度 累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者千人当たりの人工透析患者数は、 

埼玉県市町村国保などと比べて多い 
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100.0% 

46.7% 

64.4% 

46.7% 

37.8% 

17.8% 

91.3% 

65.2% 

60.9% 

47.8% 

47.8% 

13.0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高血圧症 

高尿酸血症 

虚血性心疾患 

糖尿病 

脂質異常症 

脳血管疾患 

男性 

女性 

９ 人工透析患者のレセプト分析・・・・・・・・・・ 

人工透析患者のレセプトを男女別に分析すると、約半数が糖尿病を併発し、高血圧症に

ついては大部分の人が併発しており、腎機能低下と糖尿病、高血圧症が密接に関連してい

ることが分かります。 

また、虚血性心疾患や高尿酸血症、脂質異常症も約４割から７割の人が該当しており、

人工透析患者は血管を傷つける因子を複数抱えている状態であることが分かります。 

 

図表３７ 人工透析患者のレセプト分析 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 厚生労働省様式３－７ 人工透析のレセプト分析 

（作成年月：平成２９年８月） 

 

 

 

 

 

 

 

人工透析患者は血管を傷つけ 

る因子を複数抱えている状態 

人工透析患者の 

約半数が糖尿病 
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１０ 高額医療費の状況（疾病内訳）・・・・・・・・・・ 

蕨市国保被保険者の平成２８年度のレセプトのうち、３０万円以上のレセプトの疾病内

訳を費用額で集計すると、約半分が生活習慣病関連疾患で占められています。 

また、生活習慣病関連疾患の内訳を見ると、その約半分が新生物です。新生物に次いで

腎不全が１４.０％、虚血性心疾患４.０％、脳梗塞３.８％の順となっています。 

 

図表３８ 高額医療費の疾患内訳（３０万円以上レセプト） 

 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 厚生労働省様式１－１（Ｈ２８年度 累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神・行動 

9.5% 

循環器 

（生活習慣病を除外） 

6.9% 

消化器 

（生活 

習慣病を 

除外） 

5.8% 

筋骨格 

5.8% 

呼吸器 

4.1% 

損傷,中毒 

3.8% 

神経 

3.5% 

感染・寄生虫 

2.9% 
その他 

9.3% 

新生物 

22.1% 

腎不全 

14.0% 

虚血性 

心疾患 

4.0% 

脳梗塞 

3.8% 

脳内出血 

2.0% 

くも膜下出血 

0.8% 糖尿病 

0.7% 

内分泌・栄養・代謝, 

0.6% 
動脈硬化（症） 

 0.2% 

高血圧性疾患 

0.1% 

アルコール性肝疾患 

0.1% 

生活習慣病 

48.4% 

高額医療費のうち約半分が 

生活習慣病関連疾患 

 

特に新生物・ 

腎不全が多い 
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15,785人 16,249人 16,706人 17,034人 17,176人 

24,833人 24,873人 24,694人 24,820人 24,986人 

0人 

10,000人 

20,000人 

30,000人 

40,000人 

50,000人 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

第１号被保険者 第２号被保険者 

第５章 介護データの分析 

１ 第１号・第２号被保険者・・・・・・・・・・・・ 

平成２９年９月末日現在、蕨市介護保険の第１号被保険者数（６５歳以上）は 

１７,１７６人、第２号被保険者数（４０歳以上６４歳以下）は２４,９８６人で、被保険

者数は増加傾向にあります。 

 

図表３９ 第１号・第２号被保険者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）蕨市 住民基本台帳人口（各年９月末日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

40,618 人 
42,162 人 41,854 人 41,400 人 41,122人 

介護保険の第１号・第２号 

被保険者ともに増加傾向 
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２ 介護度別要支援・要介護認定者数・・・・・・・・・ 

要支援・要介護認定者数は、平成２９年１０月１日現在で２,８７４人となっており、増

加傾向にあります。 

また、介護度別に要支援・要介護認定者数の内訳を見ると、要介護１、要支援１、要介

護２の順に多く、要支援１、要支援２は増加傾向にあります。 

 

図表４０ 介護度別要支援・要介護認定者数の推移 

 

 

（出典）介護保険事業状況報告（各年１０月１日現在） 
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要支援・要介護認定者数は 

増加傾向 
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18.0％ 

14.8％ 

11.5％ 

11.5％ 

9.8％ 

8.2％ 

8.2％ 

6.6％ 

4.9％ 

3.3％ 

1.6％ 

1.6％ 

16.4％ 

1.6％ 

11.5％ 

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 

骨折・転倒 

脳卒中（脳出血・脳梗塞等） 

心臓病 

がん（悪性新生物） 

高齢による衰弱 

関節の病気（リウマチ等） 

視覚・聴覚障害 

認知症（アルツハイマー病等） 

糖尿病 

脊椎損傷 

呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等） 

腎疾患（透析） 

その他 

不明 

無回答 

３ 介護・介助が必要になった要因・・・・・・・・・・ 

  市内在住の６５歳以上の高齢者（要支援認定者・サービス事業対象者含む）に対し、介

護・介助が必要になった主な原因を調査すると、「骨折・転倒」が１８.０％と最も多く、

次いで「脳卒中（脳出血・脳梗塞等）」、「心臓病」「がん（悪性新生物）」などが上位に挙げ

られています。 

 

図表４１ 介護・介助が必要になった主な要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第７期）策定のための実態調査結果報告書 

※有効回答者数６１人 

 

 

 

介護・介助が必要になった主な原因として、 

脳卒中、心臓病、がん（悪性新生物）が上位 
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４ 要介護（要支援）者有病状況・・・・・・・・・・・ 

蕨市の要介護（要支援）認定者のうち、有病者率が最も多いのは「心臓病」で５７.０％

と半数を超えています。 

続いて、「筋・骨格疾患」「精神」「脳疾患」「糖尿病」の順に有病率が高くなっています。 

また、埼玉県や国と比較すると、「精神」と「糖尿病」の有病率が高いことが分かります。 

 

図表４２ 介護認定率・要介護者の有病率 

 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 

（Ｈ２８年度 累計） 
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筋・骨格 

疾患 

精神 

脳疾患 
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蕨市国保 

埼玉県 

国 

要介護（支援）認定者のうち、 

心臓病の有病率が最も高い 

埼玉県市町村国保などと比較すると、 

精神と糖尿病の有病率が高い 
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５ 一件当たり介護給付費・・・・・・・・・・・・・ 

一件当たり介護給付費は、平成２７年度に減少しましたが、平成２８年度は横ばいになっ

ています。また、埼玉県や国と比較すると低くなっています。 

 

図表４３ 一件当たり介護給付費の推移 

 

 

 

（出典）ＫＤＢシステム 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題  

（Ｈ２５年度～平成２８年度 累計） 
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一件当たり介護給付費は低い 
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第６章 課題の明確化 

１ 健康課題のまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

保健事業、医療費データ、介護データの分析結果に基づき、蕨市国保の課題を整理し、

対策の方向性と重点的に実施する保健事業の内容を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈４つの重点課題〉             〈重点的に実施する保健事業〉 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）特定健診受診率向上の鈍化 

（２）特定保健指導実施率の低迷 

（３）人工透析患者が多い 

（４）生活習慣病関連の医療費が高い 

〈１〉特定健診受診率向上対策 

〈２〉特定保健指導実施率向上対策 

〈３〉糖尿病性腎症重症化予防対策 

〈４〉医療費適正化対策 

蕨市国保では、以下の４つを重点課題とし、 

保健事業を実施していきます。 
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２ 健康課題と対策の方向性・・・・・・・・・・・・ 

（１）特定健診受診率向上の鈍化 

 

課題 

（１）特定健診受診率向上の鈍化 

Ｐ 図表 課題 

１５ ９ ●特定健診の受診率が国の目標値に達せず、近年鈍化 

１６ １０ ●男女ともに４０歳代の特定健診の受診率が低い 

１６ １０ ●男性の特定健診の受診率が全体的に低い 

１７ １１ ●未受診者が多く、継続受診者が少ない 

１８ １２ ●特定健診終了間際の９月と１０月の受診者数が多い 

１９ １３ ●特定健診の６０歳代の未受診者の実数が多い 

１９ １３ 
●年代が上がるほど、特定健診未受診者のうち生活習慣病で治療歴があ

る人の割合が高い 

 

 

事業 

〈１〉特定健診受診率向上対策 

目的 

特定健診の受診率向上を図る 

Ｐ 対策 実施する保健事業 

６６ 拡充 ①特定健診 広報・啓発活動 

６６ 拡充 ②特定健診 受診勧奨通知 

６６ 新規 ③特定健診 電話勧奨 

６７ 継続 ④特定健診 早期受診キャンペーン 

６７ 継続 ⑤特定健診以外の健診結果の提供 

６７ 継続 ⑥医療機関からの診療情報の提供 

対策の方向性 

●未受診者の個別性に合わせた特定健診の受診勧奨（勧奨通知や電話勧奨）の実施 

●特定健診の早期受診キャンペーンの実施 

●特定健診の新規受診者と継続受診者の増加策の実施 

●生活習慣病で治療歴のある人からの健診結果の提供及び医療機関からの診療情報の提供の

普及・促進 

約１１０人の健診データで 

受診率が１％上がります 
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（２）特定保健指導実施率の低迷 

 

 

 

課題 

（２）特定保健指導実施率の低迷 

Ｐ 図表 課題 

３０ １６ ●特定保健指導対象者の実施率が低い 

３１ １７ ●特定保健指導対象者の出現率が減少していない 

 

 

対策の方向性 

●自動音声による電話勧奨を行い、より多くの特定保健指導未実施者に勧奨を実施 

●特定健診と連携し、特定保健指導の実施率向上のための広報・啓発活動の実施 

●特定保健指導の対象（動機付け支援、積極的支援）の見込みがある人に対して、生活習慣

病が引き起こすリスクの周知 

 

 

事業 

〈２〉特定保健指導実施率向上対策 

目的 

特定保健指導の実施率向上を図る 

Ｐ 対策 実施する保健事業 

６８ 拡充 ①特定保健指導 広報・啓発活動 

６８ 拡充 ②特定保健指導 電話勧奨 

６８ 継続 ③特定保健指導 オリジナル講座の開催 

６８ 継続 ④特定保健指導 初回面接終了キャンペーン 

６９ 新規 ⑤特定保健指導見込み者への健診前通知 

 

 

 

 

 

 

 

約６人が特定保健指導に参加することで、 

実施率が１％上がります 
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（３）人工透析患者が多い 

課題 

（３）人工透析患者が多い 

Ｐ 図表 課題 

２０ １４ ●５５歳以上のＨｂＡ１ｃの平均値が保健指導判定値よりも高い 

４９ 

５１ 

３２ 

３５ 

●「入院外」では糖尿病・腎不全、「入院外と入院」では慢性腎臓病（透

析あり）・糖尿病の医療費が上位 

５２ ３６ ●患者千人当たりの人工透析患者数が、埼玉県などと比べて多い 

５３ ３７ ●人工透析患者の約半数が糖尿病を併発 

５４ ３８ 
●３０万円以上のレセプトの疾病内訳を費用額で集計すると、腎不全が

１４.０％を占める 

５８ ４２ ●要介護（要支援）認定者の糖尿病の有病率が高い 

 

 

対策の方向性 

●人工透析導入原因のひとつである糖尿病性腎症の重症化を予防するために、医療機関への

受診勧奨を行う 

 

 

事業 

〈３〉糖尿病性腎症重症化予防対策 

目的 

糖尿病などの悪化を予防することで人工透析の導入を遅らせる 

Ｐ 対策 実施する保健事業 

６９ 継続 ①糖尿病性腎症重症化予防対策事業 
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（４）生活習慣病関連の医療費が高い 

課題 

（４）生活習慣病関連の医療費が高い 

Ｐ 図表 課題 

４１ ２４ 
●ジェネリック医薬品の数量シェアが国の示す目標値（８０％）に達し

ていない 

４６ ２８ ●埼玉県と比べて前期高齢者の一人当たり医療費が高い 

４７ ２９ ●５０歳代以上の男性の一人当たり医療費が高い 

４８ ３０ ●患者千人当たりの高血圧症の人は３割以上 

４９ 

５１ 

３２ 

３５ 
●「入院外」と「入院外と入院」では、高血圧性疾患の医療費が上位 

５０ ３４ ●「入院」では、心疾患や悪性新生物の医療費が上位 

５４ ３８ 
●３０万円以上のレセプトの疾病内訳を費用額で集計すると、新生物が

２２.１％を占める 

５７ ４１ 
●介護・介助が必要になった主な要因は、脳卒中、心臓病、悪性新生物

が上位 

 

 

対策の方向性 

●ジェネリック医薬品の普及・啓発をし、医療費適正化につなげる 

●重複服薬者通知の継続 

 

 

事業 

〈４〉医療費適正化対策 

目的 

ジェネリック医薬品や重複服薬の危険性などを周知し、医療費適正化につなげる 

Ｐ 対策 実施する保健事業 

７０ 継続 ①ジェネリック医薬品差額通知 

７０ 継続 ②ジェネリック医薬品希望シール配布 

７０ 継続 ③重複服薬者通知 

７０ 継続 ④医療費通知 
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第７章 保健事業の実施計画 
１ 目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事業名 指 標 現 状 

短期目標 
（３年） 

２０２０年度

末までに達成 

長期目標 

（６年） 

２０２３年度

末までに達成 

〈１〉特定健診受診率向上対策 

 

①特定健診 広報・啓発活動 

②特定健診 受診勧奨通知 

③特定健診 電話勧奨 

④特定健診 早期受診キャン

ペーン 

⑤特定健診以外の健診結果の

提供 

⑥医療機関からの診療情報の

提供 

特定健診 

受診率 

４１.１％ 

（Ｐ１５） 

５１.０％ 

以上 

６０.０％ 

以上 

特定健診３年間

未受診率 

５１．４％ 

（Ｐ１７） 

５０.０％

以下 

４７.０％ 

以下 

特定健診３年間

継続受診率 

２６.５％ 

（Ｐ１７） 

２８.０％ 

以上 

３０.０％ 

以上 

８月までの 

特定健診受診率 

３１.７％ 

（Ｐ１８） 

３５.０％ 

以上 

４０.０％ 

以上 

診療情報の 

提供率 

６.０％ 

（Ｐ２７） 

８.０％ 

以上 

１０.０％ 

以上 

〈２〉特定保健指導実施率向上対策 

 

①特定保健指導 広報・啓発活

動 

②特定保健指導 電話勧奨 

③特定保健指導 オリジナル

講座の開催 

④特定保健指導 初回面接終

了キャンペーン 

⑤特定保健指導見込み者への

健診前通知 

特定保健指導 

実施率 

５.５％ 

（Ｐ３０） 

３０.０％ 

以上 

６０.０％ 

以上 

特定保健指導 

出現率 

１３.７％ 

（Ｐ３１） 

１２.０％ 

以下 

１０.０％ 

以下 

〈３〉糖尿病性腎症重症化予防対策 

 ①糖尿病性腎症重症化予防対

策事業 
治療の開始率 平成２９年度の評価をもとに検討 

〈４〉医療費適正化対策 

 

①ジェネリック医薬品差額通

知 

②ジェネリック医薬品希望シ

ール配布 

③重複服薬者通知 

④医療費通知 

ジェネリック 

医薬品の 

数量シェア 

７３.０％ 

（Ｐ４１） 

８０.０％ 

以上 

８０.０％ 

以上 

重複服薬の通知

を送付した者の

翌年の減少率 

平成２９年度の評価をもとに検討 

一人当たり 

医療費 

284,493円 

（Ｐ４６） 

270,000円 

以下 

260,000円 

以下 
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２ 実施する保健事業・・・・・・・・・・・・・・ 

  目標を達成するために、蕨市国保が重点的に取り組む保健事業を評価指標とあわせて、

以下に示します。 

〈１〉特定健診受診率向上対策  

事業名 対象 

評価指標 

ストラク

チャー 
プロセス 

アウト 

プット 

アウト 

カム 

（実施体制） （実施方法） （実施量） (成果) 

拡充〈医療保険課〉 

①特定健診 広報・啓

発活動  

 
●より多くの人の目に

触れるような特定健診

の啓発活動を実施 

●既存のやり方に加

え、国保加入時点での

窓口での啓発や、職員

がバッジなどを身に着

けてＰＲを実施 

●４０歳以

上の蕨市国

保被保険者 

● 関 係 機

関 と の 連

携 は 十 分

で あ っ た

か 

● 周 知 の

方 法 は 適

切 で あ っ

たか 

● 周 知 方

法の数 

● 特 定 健

診 の 受 診

率の伸び 

 

拡充〈医療保険課〉 

②特定健診 受診勧

奨通知 
 

●特定健診未受診者に

対して、受診勧奨通知

の送付 

●個別性に合わせて内

容を工夫した圧着ハガ

キを使用 

●特定健診 

未受診者 

 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 
 

● 状 況 別

の分け方、

通知内容、

時 期 は 適

切 で あ っ

たか 

●発送数 ● 特 定 健

診 の 受 診

率の伸び 

● ア ン ケ

ー ト に よ

る 受 診 勧

奨 通 知 の

効果 

新規〈医療保険課〉 

③特定健診 電話勧

奨 
 

●自動音声の案内電話

による電話勧奨を実施 

●特定健診 

未受診者の

うち、電話

番号が分か

る人 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 

● 案 内 電

話の内容、

時期、時間

は 適 切 で

あったか 

● 架 電 し

た 人 の う

ち、電話が

繋 が っ た

数 

● 特 定 健

診 の 受 診

率の伸び 

● ア ン ケ

ー ト に よ

る 電 話 勧

奨の効果 
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事業名 対象 

評価指標 

ストラク

チャー 
プロセス 

アウト 

プット 

アウト 

カム 

継続〈医療保険課〉 

④特定健診 早期受

診キャンペーン 
 

●対象者の中から抽選

で蕨市オリジナルグッ

ズをプレゼント 

●蕨市の特

定健診を８

月までに受

診 し た 人

で、「３年

以上継続」

も し く は

「初めて受

診」した人 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 

● オ リ ジ

ナ ル グ ッ

ズの内容、 

周 知 方 法

は 適 切 で

あったか 

● 当 選 者

の数 

● ３ 年 以

上 継 続 ま

た は 初 め

て 受 診 し

た 人 の う

ち、当該年

度 の ８ 月

ま で に 受

診 し た 人

の割合 

継続〈医療保険課〉 

⑤特定健診以外の健

診結果の提供 
 

●特定健診以外の健診

結果を市に提供してい

ただく 

●提供していただいた

人にもれなく蕨市オリ

ジナル健康グッズをプ

レゼント 

●特定健診

以外の健診

で受診した

健診結果を

持つ特定健

診未受診者 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 

● オ リ ジ

ナ ル 健 康

グ ッ ズ の

内容、周知

方 法 は 適

切 で あ っ

たか 

● 健 診 結

果 の 提 供

数 

● 特 定 健

診 の 受 診

率 へ の 貢

献度 

継続〈医療保険課〉 

⑥医療機関からの診

療情報の提供 
 

●医療機関が保有して

いる特定健診の項目に

相当する診療情報を、

本人の同意のもと、市

に提供いただき、特定

健診データとして登録

を行う 

●提供していただいた

人の中から抽選で蕨市

オリジナル健康グッズ

をプレゼント 

●生活習慣

病で医療機

関に通院し

ているなど

の理由で特

定健診未受

診の人 

● 医 療 機

関 へ の 説

明 は 十 分

で あ っ た

か 

● 通 知 内

容、時期は

適 切 で あ

ったか 

● 提 供 数

●発送数 

● 提 供 率

● 特 定 健

診 の 受 診

率 へ の 貢

献度 
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〈２〉特定保健指導実施率向上対策 

事業名 対象 

評価指標 

ストラク

チャー 
プロセス 

アウトプ

ット 

アウトカ

ム 

拡充〈医療保険課〉 

①特定保健指導 広

報・啓発活動 
 

●より多くの人の目に

触れるような特定保健

指導の啓発活動を実施 

●特定健診を受診した

際に、腹囲が基準値を

超えた人には、医療機

関より特定保健指導の

案内を実施 

●各種リーフレットな

どへ特定保健指導の掲

載を強化 

●４０歳以

上の蕨市国

保被保険者 

 

● 医 療 機

関 へ の 説

明 は 十 分

で あ っ た

か 

● 周 知 の

方 法 や リ

ー フ レ ッ

ト 内 容 は

適 切 で あ

ったか 

● 特 定 保

健 指 導 利

用者数 

● 特 定 保

健 指 導 の

実 施 率 の

伸び 

拡充〈保健センター〉 

②特定保健指導 電

話勧奨  
 

●直営から委託による

自動音声に切り替え電

話勧奨を実施 

●特定保健

指導未実施

者のうち、

電話番号が

分かる人 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 

● 案 内 電

話の内容、 

時期、時間

は 適 切 で

あったか 

● 架 電 し

た 人 の う

ち、電話が

繋 が っ た

数 

● 特 定 保

健 指 導 の

実 施 率 の

伸び 

継続〈保健センター〉 

③特定保健指導 オ

リジナル講座の開催 
 

●特定保健指導に興味

をもってもらうように

工夫した講座を実施 

●特定保健

指導該当者 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 

● 講 座 の

内 容 、 時

期、時間は

適 切 で あ

ったか 

● 参 加 者

数 

● 講 座 の

回数 

● 特 定 保

健 指 導 の

実 施 率 の

伸び 

継続〈保健センター〉 

④特定保健指導 初

回面接終了キャンペ

ーン  
 

●特定保健指導の初回

面接の終了者へ、スポ

ーツクラブの一日招待

券などをプレゼント 

●特定保健

指導の初回

面接終了者 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 

● 内 容 は

適 切 で あ

ったか 

●配布数 ● 特 定 保

健 指 導 の

実 施 率 の

伸び 
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事業名 対象 

評価指標 

ストラク

チャー 
プロセス 

アウト 

プット 

アウト 

カム 

新規〈医療保険課〉 

⑤特定保健指導見込

み者への健診前通知 
 

●特定健診が開始する

３か月前に特定保健指

導の内容を記載した通

知を送付し、今年度の

特定保健指導参加の増

加や特定保健指導の対

象者の減少を目指す 

●前年度特

定保健指導

対象者（動

機 付 け 支

援、積極的

支援）のう

ち特定保健

指導未利用

の人で当該

年度の特定

健診対象者 

● 関 係 機

関 と の 連

携 は 十 分

で あ っ た

か 

● 対 象 者

の抽出、通

知内容、時

期 は 適 切

で あ っ た

か 

●発送数 ● 特 定 保

健 指 導 対

象 者 数 の

減少 

 

〈３〉糖尿病性腎症重症化予防対策 

事業名 対象 

評価指標 

ストラク

チャー 
プロセス 

アウト 

プット 

アウト 

カム 

継続〈医療保険課〉 

①糖尿病性腎症重症

化予防対策事業 
●早めに医療機関を受

診し治療を開始するよ

う記載した勧奨通知を

送付 

●勧奨通知が届いた人

は、特定健診受診時に

勧奨通知を持参し、必

要な治療を開始する 

●保健指導を実施する

か今後検討（Ｈ３１年

度） 

●「前年度

の特定健診

のクレアチ

ニンの検査

値をもとに

推算したｅ

ＧＦＲ値が

６０ｍｌ /

分/１.７３

㎡ 未 満 の

人」かつ「前

年度中に糖

尿病、慢性

腎臓病及び

糖尿病の疑

いのレセプ

ト が な い

人」 

● 医 療 機

関 と の 連

携 は 十 分

で あ っ た

か 

● 対 象 者

の抽出、通

知内容、時

期 は 適 切

で あ っ た

か 

●発送数 ● 治 療 の

開始率 
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〈４〉医療費適正化対策 

事業名 対象 

評価指標 

ストラク

チャー 
プロセス 

アウト 

プット 

アウト 

カム 

継続〈医療保険課〉 

①ジェネリック医薬

品差額通知 
 

●レセプトデータから

得られた情報により、

ジェネリック医薬品を

利用した場合の差額を

通知 

●蕨市国保

被保険者の

うち、生活

習慣病に係

る薬剤をジ

ェネリック

医薬品に切

り替えた場

合の自己負

担額につい

て一定額以

上の削減効

果がある人 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 

● 通 知 内

容、時期は

適 切 で あ

ったか 

●発送数 ● ジ ェ ネ

リ ッ ク 医

薬 品 の 数

量 シ ェ ア

の伸び 

● 一 人 当

た り 医 療

費の減少 

継続〈医療保険課〉 

②ジェネリック医薬

品希望シール配布 
 

●ジェネリック医薬品

希望シールを被保険者

証などと同封し送付、

窓口に設置して配布、

国保加入時に窓口で配

布し、ジェネリック医

薬品の利用を促す 

●蕨市国保

被保険者 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 

● 配 布 方

法 は 適 切

で あ っ た

か 

●配布数 ● ジ ェ ネ

リ ッ ク 医

薬 品 の 数

量 シ ェ ア

の伸び 

● 一 人 当

た り 医 療

費の減少 

継続〈医療保険課〉 

③重複服薬者通知 
 

●重複投薬の危険性や

投与されている薬など

を記載した通知を送付 

●委託による抽出に

て、事業を強化するか

今後検討（Ｈ３１年度） 

●２ヶ月以

上連続して

同一名また

は同一効果

の薬が投薬

日数３０日

を上回って

処方されて

いる人 

● 関 係 機

関 と の 連

携 は 十 分

で あ っ た

か 

● 通 知 内

容、時期は

適 切 で あ

ったか 

●発送数 ● 重 複 服

薬 通 知 対

象 者 の 翌

年 の 減 少

率 

継続〈医療保険課〉 

④医療費通知 
 

●診療に関する費用等

を通知することによ

り、医療費への意識付

けを図る 

●蕨市国保

被保険者 

● 必 要 な

予 算 は 確

保 で き た

か 

 

● 通 知 内

容、時期は

適 切 で あ

ったか 

●発送数 ● 一 人 当

た り 医 療

費の減少 
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３ 評価・見直し・・・・・・・・・・・・・・・・ 

実施する事業については、中間年度（２０２０年度）および最終年度（２０２３年度）

に評価指標の達成状況の確認を行い、計画の見直しを図ります。 

評価にあたっては、ＫＤＢシステムから入手できるデータ及び法定報告のデータを用い

てデータ分析を行うとともに、関係各課や医療機関との連携状況や事業の実施に係る予算

や設備の状況など費用対効果の観点も考慮して行います。 

４ 保健事業のスケジュール・・・・・・・・・・・・ 

〈１〉年度別スケジュール 

事業名 
Ｈ30 

2018 

Ｈ31 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

〈１〉特定健診受診率向上対策 

 

①特定健診 広報・啓発活動 拡充 継続 
継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

②特定健診 受診勧奨通知 拡充 継続 
継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

③特定健診 電話勧奨 開始 継続 
継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

④特定健診 早期受診キャンペーン 継続 継続 
継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

⑤特定健診以外の健診結果の提供 継続 継続 
継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

⑥医療機関からの診療情報の提供 継続 継続 
継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

〈２〉特定保健指導実施率向上対策 

 

①特定保健指導 広報・啓発活動 拡充 継続 
継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

②特定保健指導 電話勧奨 拡充 継続 
継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

③特定保健指導 オリジナル講座の開

催 
継続 継続 

継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

④特定保健指導 初回面接終了キャン

ペーン 
継続 継続 

継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

⑤特定保健指導見込み者への勧奨通

知 
開始 継続 

継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

〈３〉糖尿病性腎症重症化予防対策 

 ①糖尿病性腎症重症化予防対策事業 継続 拡充 
継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

〈４〉医療費適正化対策 

 

①ジェネリック医薬品差額通知 継続 継続 
継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

②ジェネリック医薬品希望シール配

布 
継続 継続 

継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

③重複服薬者通知 継続 拡充 
継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

④医療費通知 継続 継続 
継続 
見直し 

継続 継続 
継続 
見直し 

中間評価を実施 最終評価を実施 
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〈２〉月別スケジュール  

    事業実施  

 

事業名 
4 月～ 

6 月 

7 月～ 

9 月 

10 月～ 

12 月 

1 月～ 

3 月 

〈１〉特定健診受診率向上対策 

 

①特定健診 広報・啓発活動             

②特定健診 受診勧奨通知             

③特定健診 電話勧奨             

④特定健診 早期受診キャンペーン             

⑤特定健診以外の健診結果の提供             

⑥医療機関からの診療情報の提供             

〈２〉特定保健指導実施率向上対策 

 

①特定保健指導 広報・啓発活動             

②特定保健指導 電話勧奨             

③特定保健指導 オリジナル講座の

開催 
            

④特定保健指導 初回面接終了キャ

ンペーン 
            

⑤特定保健指導見込み者への健診

前通知 
            

〈３〉糖尿病性腎症重症化予防対策 
 ①糖尿病性腎症重症化予防対策事

業 
            

〈４〉医療費適正化対策 

 

①ジェネリック医薬品差額通知             

②ジェネリック医薬品希望シール

配布 
            

③重複服薬者通知             

④医療費通知             
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第８章 その他 
１ 公表・周知・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

策定した計画は、蕨市のホームページにおいて公表し、周知を図ります。 

 

２ 地域包括ケア推進の取組・・・・・・・・・・・・ 

健康課題を解決するために実施する保健事業のほか、被保険者が住み慣れた地域で安心

して過ごすことができるまちづくりを目指し、地域包括ケアを推進するための基盤の構築

に向け、保健センターや介護保険室と連携して推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）第７期蕨市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

３ 事業推進上の留意事項・・・・・・・・・・・・・ 

本計画内容については、衛生部門、介護部門などの関係各課と連携を強化し、共通認識

をもって問題解決に取り組むものとします。 

また、データ分析に基づく保険者の特性を踏まえた計画を策定するため、埼玉県国民健

康保険団体連合会等が行うデータヘルスに関する研修に事業運営に係る担当者（国保、衛

生、介護部門等）が積極的に参加するとともに、蕨市の担当者が事業推進に向けて協議す

る場を設けます。 
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４ 個人情報の保護・・・・・・・・・・・・・・・ 

本計画実施にあたる個人情報の取り扱いは、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５

年法律第５７号）、「蕨市個人情報保護条例」（平成１９年蕨市条例第３４号）及び「蕨市個

人情報保護条例施行規則」（平成２０年蕨市規則第２号）を遵守するとともに、「国民健康

保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成１７年４月１日 

厚生労働省）の規定に従って、適正に管理するものとします。 

また、外部に委託する際は、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等を契約書に定

めるとともに、委託先の契約状況を管理していきます。 
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蕨市国民健康保険 

第３期特定健康診査等 

実施計画 
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第１章 目標と対象者数 
国が定めた目標値（厚生労働省告示第２７１号（平成２９年８月１日））を参考に、 

２０１８年度（平成３０年度）から２０２３年度までの目標値は下記のとおりです。 

対象者数は、計画年度の初め（４月１日時点）に予想される４０歳から７４歳の加入者

数を、過去の傾向や被保険者数を用いて推計しています。 

 

（１）特定健診 

 
Ｈ30 

2018 

Ｈ31 

2019 2020 2021 2022 2023 
 

受診率 

（目標） 
（％） ４５.０ ４８.０ ５１.０ ５４.０ ５７.０ ６０.０ 

 

対象者数 

（推計） 
（人） 10,355 10,477 10,639 10,778 10,708 10,641 

受診予定者数

（推計） 
（人） 4,660 5,029 5,426 5,820 6,104 6,385 

 

（２）特定保健指導 

 
Ｈ30 

2018 

Ｈ31 

2019 2020 2021 2022 2023 
 

受診率 

（目標） 
（％） １０.０ ２０.０ ３０.０ ４０.０ ５０.０ ６０.０ 

 

動機付け支援 

対象者数 

（推計） 

（人） 408  413  420  425  422  420  

動機付け支援 

実施予定者数

（推計） 

（人） 41  83  126  170  211  252  

 

積極的支援 

対象者数 

（推計） 

（人） 186  188  191  193  192  191  

積極的支援 

実施予定者数

（推計） 

（人） 19  38  57  77  96  115  
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第２章 実施方法 

１ 特定健診・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（１）対象者 

蕨市国保の被保険者のうち、特定健診の実施年度中に４０歳から７４歳となる人としま

す。なお、対象者については、下記の人を除外します。 

①妊産婦 

②厚生労働大臣が定める人（刑務所入所中、海外在住、長期入院等） 

③蕨市国保の資格を喪失した人（遡り喪失含む） 

④１０月以降に蕨市国保への加入の届出をした人 

⑤当該年度中に蕨市国保人間ドック受診費補助を利用する人 

 

（２）実施場所 

蕨戸田市医師会内の医療機関において、個別健診で実施します。 

 

（３）実施項目 

「標準的な健診・保健指導プログラム（平成３０年度版）（平成３０年厚生労働省健康局）」

及び「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第３版）（平成３０年厚

生労働省保険局）」に記載されている健診項目を参考に、医師会と協議し、下記のとおりと

します。 

〈１〉基本的な健診項目 

 ア）質問項目（既往歴、服薬歴、喫煙習慣など） 

 イ）身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲） 

ウ）理化学的所見（身体観察、自覚症状、他覚症状） 

エ）血圧測定 

オ）脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール） 

カ）肝機能検査（ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）） 

キ）血糖検査（ＨｂＡ１ｃ） 

 ク）尿検査（尿糖、尿蛋白、尿酸） 

ケ）血清クレアチニン検査10（ｅＧＦＲ）

                                                   

 
10 血清クレアチニン検査は、平成３０年度より詳細な健診項目となりましたが、蕨市ではこれまでも

基本的な健診項目として全員に実施していたため、平成３０年度以降も同様に実施します。 
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〈２〉詳細な健診項目 

実施できる条件の下、医師が必要と判断した場合に実施します。 

ア）貧血検査 

  実施できる条件 

貧血の既往歴を有する人または視診等で貧血が疑われる人 

 イ）心電図検査 

実施できる条件 

当該年度特定健診の結果等において、収縮期血圧が１４０ｍｍＨｇ以上もしくは

拡張期血圧が９０ｍｍＨｇ以上の人または不整脈が疑われる人 

ウ）眼底検査 

実施できる条件 

当該年度特定健診の結果等において、血圧または血糖が、次の基準に該当した人 

①血圧 収縮期１４０ｍｍＨｇ以上または拡張期９０ｍｍＨｇ以上 

②血糖 ＨｂＡ１ｃが６.５％（ＮＧＳＰ値）以上 

※ただし、今年度の健診結果が血圧の基準に該当せず、かつ血糖検査の結果につ

いて確認できない場合は、前年度の健診結果において、血糖検査の基準に該当す

る人も含む 

 

（４）実施期間 

６月から１０月までとします。 

 

（５）実施体制 

外部委託により実施します。 

 

（６）自己負担額 

蕨市国民健康保険特定健康診査実施要領に基づいて、受診者から自己負担額（８００円）

を徴収するものとします。 

ただし、世帯主及び蕨市国保加入の世帯員全員が住民税非課税の世帯は無料とします。 

 

（７）外部委託 

地元医師会である蕨戸田市医師会への委託により実施し、契約形態は随意契約とします。 
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（８）周知・案内方法 

〈１〉健診の実施 

個別に受診券を送付し、特定健診の実施を周知するとともに、広報蕨及びホームページ

への掲載、公共施設・市内健診機関・市内循環バス「ぷらっとわらび」・市内掲示板へのポ

スター掲示など、幅広く周知を図ります。 

 

〈２〉受診勧奨 

受診券送付後、一定の期間が経過した時点で、未受診者に対し受診勧奨を行います。 

勧奨にあたっては、より効果的に受診を促せるよう、方法・内容に工夫を凝らします。 

 

（９）費用決済 

費用の支払は、埼玉県国民健康保険団体連合会に委託するものとします。 

 

（１０）データ管理 

データの送信事務及び保存は、埼玉県国民健康保険団体連合会に委託するものとします。 

また、保存期間は発生年度の翌年度から５年とします。 

 

（１１）特定健診以外の健診結果の収集方法 

  特定健診の項目を満たす職場の健診や人間ドックを受診した人は、蕨市での特定健診の

実施を不要とし、特定健診受診者とみなします。提供された健診データは、特定健診デー

タとして登録します。 

健診データの収集方法は、下記の３通りです。 

  ①蕨市国保の人間ドック受診費補助を利用して受診した人 

医療機関から市に健診結果が提供されます。 

  ②生活習慣病で通院しており、医療機関が診療情報を保有している人 

   本人の同意のもと、医療機関から県医師会経由で市に健診結果が提供されます。 

  ③職場の健診や自費で人間ドックを受診した人 

   本人から健診結果を市へ提供していただけるよう、受診券に同封するリーフレットや

受診勧奨通知で周知します。 
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２ 特定保健指導・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（１）対象者の選定と階層化、実施内容 

特定健診の結果から生活習慣病の発症リスクが高い人を動機付け支援と積極的支援に分

類し、健康づくりの支援を実施します。 

なお、糖尿病、高血圧症又は脂質異常症治療に係る薬剤を服用している人は、特定保健

指導の対象外となります。 

 

 〈特定保健指導の階層化〉 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

または 

 

 

 

 

 

 

 

③血糖 
ＨｂＡ１ｃが 

５．６%以上（ＮＧＳＰ値） 

④喫煙歴あり 
（①から③のリスクが１つ以上の場合） 

②脂質 
中性脂肪が 

１５０ｍｇ/ｄｌ以上 

または 

ＨＤＬコレステロール４０ｍｇ/ｄｌ未満 

①血圧 
収縮期血圧 

１３０ｍｍＨｇ以上 

または 

拡張期血圧が 

８５ｍｍＨｇ以上 

特定保健指導対象

外 

①腹囲 
男性８５ｃｍ以上 

女性９０ｃｍ以上 

②ＢＭＩ 
２５．０以上 

 
1 個以上該当 
または 
２個以上該当の 
６５歳以上の人 

２個以上該当の 
６５歳未満の人 

該当なし 

１個以上該当                 該当なし 

動機付け支援 
生活習慣病のリスクが出

現し始めている人に対し

て、生活習慣の改善を視野

に目標を設定し、行動変容

の促進を支援します。 

積極的支援 
生活習慣病のリスクが重

なっている人に対して、個

別目標を設定し、具体的で

実現可能な行動の継続を

支援します。 

動機付け支援相当 

積極的支援に該当した人のうち、１年度（前年度）に積極的支援修了

者で、２年目（当該年度）の腹囲・体重等が１年目より改善している

人（ＢＭＩ＜３０：腹囲１.０ｃｍ以上かつ体重１.０kg以上減少、

ＢＭＩ≧３０：腹囲２.０ｃｍ以上かつ体重２.０kg以上減少）は、

動機付け支援となります。 
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（２）実施場所 

蕨市 健康福祉部 保健センター 

 

（３）実施期間 

   １月から翌年の９月までとします。 

 

（４）実施体制 

保健センターにおいて実施します。ただし、必要に応じて外部委託を検討します。 

 

（５）自己負担額 

無料とします。 

 

（６）周知・案内方法 

個別に通知を送付し、特定保健指導の実施を周知するとともに、広報蕨及びホームペー

ジへの掲載、特定健診実施医療機関でのチラシの配布など、幅広く周知を図ります。 

 

（７）データ管理 

特定保健指導データの送信事務及び保存は、埼玉県国民健康保険団体連合会に委託す

るものとします。 

特定保健指導に関するデータの保存期間は、発生年度の翌年度から５年とします。 

 

３ 評価・見直し・・・・・・・・・・・・・・・・ 

毎年度ごとに特定健康診査受診率、特定保健指導実施率を把握し、これを蕨市国民健康

保険運営協議会に報告します。 

また、実施する事業については、最終年度（２０２３年度）に目標の達成状況の確認を 

行い、計画の見直しを図ります。 



第２章 実施方法 

82 

 

４ 年間スケジュール・・・・・・・・・・・・・・ 

 前年度 当年度 翌年度 

４月 

 

●医師会との契約 

 

５月 

 ●特定健診対象者の抽出 ● 健診データ受取・費

用決済（最終） 

６月 

 ●受診券の発行・送付（随

時・例月） 

●特定健診開始 

 

７月 

●実施内容の検討・費

用の概算 

●特定健診受診勧奨（随

時） 

●健診データの受取・費

用決済（随時・例月） 

 

８月 

  ●法定報告データ

作成 

９月 

●予算要求事務  ●  特定保健指導 

終了 

１０月 

 

●特  定健診終了 

 

１１月 

 ●特定保健指導通知

の発行・送付（随時・

例月） 

●特定保健指導利用

勧奨（随時） 

●法定報告確定 

１２月 

   

１月 

●予算内示 ●特定保健指導開始 

   

 

２月 

●契約準備   

３月 

 

●事業の評価・

見直し 
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第３章 その他 

１ 公表・周知・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  策定した計画は、蕨市のホームページにおいて公表し、周知を図ります。 

 

２ 個人情報の保護・・・・・・・・・・・・・・・ 

本計画実施にあたる個人情報の取り扱いは、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５

年法律第５７号）、「蕨市個人情報保護条例」（平成１９年蕨市条例第３４号）及び「蕨市個

人情報保護条例施行規則」（平成２０年蕨市規則第２号）を遵守するとともに、「国民健康

保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成１７年４月１日 

厚生労働省）の規定に従って、適正に管理するものとします。 

また、外部に委託する際は、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等を契約書に定

めるとともに、委託先の契約状況を管理していきます。 

   

３ その他留意事項・・・・・・・・・・・・・・・ 

保健センターが実施する肺がん検診・結核健診については、蕨市国保加入者に対しては

特定健診と同時に実施することとし、他のがん検診の同時実施については必要に応じて検

討するものとします。 
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